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国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長 

 
研究要旨 

【研究目的】本研究班の目的は以下の 5つである。1) 精神医学・救急医学・法医学の観点から処方

薬・市販薬乱用の健康被害を明らかにすること、2) 乱用リスクの高い薬剤を把握すること、3) 処

方薬・市販薬使用障害患者の臨床的特徴を明らかにすること、4) 処方薬・市販薬依存症の治療法を

開発すること、5) 薬局・救急医療での介入・支援方法を開発することである。 

【研究方法】研究目的を遂行するために、本研究班では、依存症専門医療、救命救急医療、監察医務

院、ドラッグストアという 4つの異なるフィールドを生かした、5つの研究分担課題を設定し、市販

薬・処方薬が引き起こす健康問題の実態を多面的に明らかにするとともに、治療および支援の介入

のあり方を検討することとした。 

【研究結果】研究班最終年度にあたる今年度、依存症専門医療をフィールドとする 2 つの分担研究

において、通院治療プログラムと入院治療プログラムによる介入研究が開始され、入院治療プログ

ラムではすでに好ましい介入効果を示唆する結果が得られた。一方、救命救急医療をフィールドと

する分担研究においては、市販薬過剰摂取による救急搬送患者の心理社会的背景と過剰摂取の動機、

ならびに薬剤と情報の入手経路の実態が明らかにされた。監察医務院をフィールドとする調査では、

中毒死の原因となっている市販薬として、購入が容易な第 2 類医薬品であるジフェンヒドラミン含

有市販薬が突出して多いことが明らかにされた。ドラッグストアをフィールドとする分担研究では、

市販薬乱用・依存の早期発見・早期介入を目的として開発された「薬剤師向けのゲートキーパー研

修プログラム」が、薬局薬剤師の教育に効果的であることが証明された。 

【結論と考察】3年間にわたる本研究班の活動は順調に進捗し、各研究分担課題からは、臨床上なら

びに政策上重要な知見が明らかにされた。 
 
 

研究分担者 

沖田恭治 国立精神・神経医療研究センター病院 

精神診療部 医長 

上條吉人 埼玉医科大学 臨床中毒学講座 教授 

引地和歌子 東京都監察医務院 部長監察医 

嶋根卓也 国立精神・神経医療研究センター 精

神保健研究所 薬物依存研究部 心理社会研究

室長 

 
 

  



 

 

A. 研究の背景と目的 

 
「全国の精神科医療施設における薬物関連精

神疾患の実態調査」（以下、病院調査）によれば、

2010 年以降、処方薬乱用患者が増加し、2022 年

調査では、過去 1年以内に薬物使用が見られる薬

物関連障害患者の半数が、処方薬と市販薬を乱用

している現状である。また、救急医療や法医学の

立場からは、近年における医薬品過量摂取による

救急搬送患者とりわけ市販薬過量摂取患者の急

激な増加や市販薬含有成分急性中毒死の増加が

報告されている。しかし、対策は遅れており、特

に市販薬の健康被害の実態や各含有成分の影響

について不明な点が多い。また、処方薬・市販薬

依存症患者の増加にもかかわらず、依存症医療に

おいては診療報酬算定対象となる専門療法がな

い。 

本研究班の目的は以下の 5つである。1) 精神

医学・救急医学・法医学の観点から処方薬・市販

薬乱用の健康被害を明らかにすること、2) 乱用

リスクの高い薬剤を把握すること、3) 処方薬・

市販薬使用障害患者の臨床的特徴を明らかにす

ること、4) 処方薬・市販薬依存症の治療法を開

発すること、5) 薬局・救急医療での介入・支援

方法を開発することである。 

 
 

B. 研究方法 

 
本研究班は、「処方薬・市販薬依存症患者の実

態と通院治療プログラムの開発に関する研究」

（分担:松本俊彦）、「処方薬・市販薬依存症患者の

入院治療プログラムの開発に関する研究」（分担:
沖田恭治）、「処方薬・市販薬過量摂取による救急

搬送患者の実態と支援に関する研究」（分担:上條

吉人）、「処方薬・市販薬による中毒死の実態に関

する研究」（分担:引地和歌子）、「大手チェーンド

ラッグストアにおける市販薬販売の実態に関す

る研究」（分担:嶋根卓也）という 5 つの分担課題

から構成されている。 
「処方薬・市販薬依存症患者の実態と通院治療

プログラムの開発に関する研究」では、研究班最

終年度にあたる令和 7 年度は、本分担研究班で

は、2 つの研究プロジェクトを実施した。1 つは、

「2024 年全国精神科医療施設における実態調査」

(以下、全国精神科病院調査)のデータを二次解析

し、処方薬・市販薬関連精神疾患症例の臨床的特

徴を明らかにする研究（研究 1）であり、そして

もう 1 つは、令和 6 年度よりリクルートを実施

している、「処方薬・市販薬などの医薬品依存症

患者に対する集団療法の効果に関する非劣性試

験」（研究 2）である。 
研究 1 では、「2024 年 全国の精神科医療施設

における薬物関連精神疾患の実態調査」データベ

ースの二次解析を行い、睡眠薬・抗不安薬・市販

薬症例（医薬品群）を対象に、臨床的特徴と治療

資源の利用状況を検討した。 
研究 2 においては、国立精神・神経医療研究セ

ンター病院、埼玉県立精神医療センター、昭和医

科大学烏山病院を初診した覚醒剤、大麻、処方薬、

市販薬の使用症患者のうち、依存症集団療法に参

加し、かつ、対象要件を満たした者を対象として

24 週間の追跡を行い、その社会的・心理的・職業

的機能、外来通院や依存症集団療法参加の状況、

精神的健康、薬物使用日数および危険な使用の有

無に関する情報収集を行い、その結果を「医薬品

群」と「違法薬物群」の 2 群で比較した。 
「処方薬・市販薬依存症患者の入院治療プログ

ラムの開発に関する研究」では、2024 年 11 月か

ら 2025 年 12 月までに国立精神・神経医療研究

センター病院の精神科病棟に入院し処方薬・市販

薬 FARPP に参加した患者を対象に、患者背景や

物質使用に関することを調査した。また、処方薬・

市販薬FARPP実施前後で薬物依存症に関する心

理尺度を用いた評価を実施し、プログラムの有効

性について評価した。 



 

 

「処方薬・市販薬過量摂取による救急搬送患者

の実態と支援に関する研究」では、国内 7 箇所の

救急医療機関をフィールドとして、デキストロメ

トルファンもしくはジフェンヒドラミンを含有

する製品を摂取して急性中毒症状により救急医

療機関を受診した患者を対象とした。研究参加の

同意が得られた患者について、デキストロメトル

ファンおよびジフェンヒドラミンとその代謝産

物などの血中濃度を測定し、質問紙（①DAST-20
日本語版、②デキストロメトルファン・ジフェン

ヒドラミン中毒患者調査質問票）および患者診療

録を使用して、患者の臨床的・心理的特徴につい

て検討した。 
「処方薬・市販薬による中毒死の実態に関する

研究」では、東京都 23 区におけるすべての外因

死事例を網羅している東京都監察医務院におい

て、令和 2 年（2020 年）から令和 6 年（2024 年）

にかけての原死因が医薬品中毒に該当すると診

断された事例を抽出し、そのうち医師による処方

箋を必要としないで入手された薬剤（いわゆる市

販薬）が死亡に関与していると判断された事例の

分析を後ろ向きに行った。 
「大手チェーンドラッグストアにおける市販

薬販売の実態に関する研究」では、本研究では、

薬局薬剤師を対象としたオンライン型ゲートキ

ーパートレーニングプログラムの効果を、並行群

間比較によるランダム化比較試験（RCT）デザイ

ンを用いて検証した。薬局薬剤師を、プログラム

のすべてのモジュールを受講する A 群（介入群）

と、一部のモジュールのみを受講する B 群（対

照群）に無作為に割り付けた。アウトカム指標は、

ゲートキーパーに関する知識、自己効力感、およ

び薬物使用に対するスティグマとし、アウトカム

は、オンラインによる自記式質問票を用いて、ベ

ースライン（T1）、介入直後（T2）、および 6 か
月後のフォローアップ時点（T3）で評価した。 

 
 

C. 研究結果 

 
「処方薬・市販薬依存症患者の実態と通院治療

プログラムの開発に関する研究」では、研究 1 に

おいて、医薬品使用症患者では、女性が多く、最

近 1 年以内の自傷・自殺企図経験を持つ者、併存

精神疾患を有する者が顕著であり、依存症集団療

法や自助グループ、民間回復施設といった、従来

の依存症回復支援資源を利用する者が少なく、逆

に、精神医学的危機介入のための精神科入院を必

要とする者が多い傾向が明らかにされた。 
一方、研究 2 においては、リクルート期間に本

研究の対象要件を満たし、かつ、研究参加に同意

した者は 24 例と少なかった。その 24 例中、12
例が医薬品群（処方薬 3 例、市販薬 9 例）に、そ

して残る 12 例が違法薬物群（全例覚醒剤）に分

類された。両群に対する依存症集団療法による介

入の効果は、違法薬物群では、24 週後における

薬物使用および危険な薬物使用が有意に減少し、

一方、医薬品群では、24 週後における薬物使用

日数と危険な薬物使用が有意に減少した。以上よ

り、依存症集団療法は医薬品使用症患者に対して

も効果的である可能性が示唆された。 
「処方薬・市販薬依存症患者の入院治療プログ

ラムの開発に関する研究」では、2024 年 11 月か

ら 2025 年 12 月までに国立精神・神経医療研究

センター病院の精神科病棟に入院し処方薬・市販

薬 FARPP に参加した患者のうち、28 名から参

加同意を取得し、うち 19 名が研究期間内に処方

薬・市販薬 FARPP の全セッションを終了した。

参加後は薬物依存に対する自己効力感の向上、不

安や抑うつの軽減、自殺念慮やその背景にある損

なわれた所属感や他者に対する負担感の改善傾

向が確認された。 
「処方薬・市販薬過量摂取による救急搬送患者

の実態と支援に関する研究」では、2023 年 7 月

よりデキストロメトルファンおよびジフェンヒ

ドラミン中毒患者の前方視的症例集積を 7 施設

で実施し、2025 年末までに 120 例を登録した。

患者は若年女性が中心で平均年齢 23 歳、10〜20



 

 

代が 8 割以上を占め、8 割超が同居人を有し、約

65％が社会活動に従事していた。精神疾患の既往

は 7 割超で、搬送後は ICU/HCU での管理が 6 割

を占めるなど医療資源を多く必要とした。入手経

路はドラッグストアなど実店舗が約 75％で最多、

服用目的は自傷・自殺が 64％と最多で、現実逃

避も 3 割に及んだ。DAST-20 では軽度〜中等度

が多いが、16％に相当程度の依存、1％に重症依

存が認められ、急性中毒搬送例の中にも精神科的

介入を要する群が存在することが示された。 
「処方薬・市販薬による中毒死の実態に関する

研究」では、調査対象期間において医薬品中毒に

該当した事例数は 5 年間で合計 514 例であった。

そのうち市販薬が死亡に関与していると判断さ

れた事例は合計 56 例であり、全医薬品中毒事例

数の 1 割強を占めていた。その経時的な内訳は、

2020 年 5 例、2021 年 9 例、2022 年 11 例、2023
年 16 例、2024 年 15 例であり、事例数としては

増加傾向にあった。なお、このうち、市販薬が直

接的に死に関与していると判断ないし推定され

た事例は 49 例であった。該当事例において使用

されていた市販薬はばらつきを認めたものの、最

頻出は 20 例に上った、ジフェンヒドラミン含有

市販薬で、全体の 4 割近くを占めた。 
「大手チェーンドラッグストアにおける市販

薬販売の実態に関する研究」では、ベースライン

から介入直後にかけて、A 群（介入群）は B 群
（対照群）と比較して、ゲートキーパーに関する

知識（d＝1.27）および自己効力感（d＝0.83）が

有意に大きく向上し、薬物使用に対するスティグ

マは有意に低下した（d＝0.40）。これらの介入効

果は、6 か月後のフォローアップ時点まで維持さ

れていた。なお、A 群と比べて効果量は小さいも

のの、プログラムの一部のみを受講した B 群に

おいても、すべてのアウトカム指標で改善が認め

られた。 
 
 

D. 考察 

 
「処方薬・市販薬依存症患者の実態と通院治療

プログラムの開発に関する研究」においては、依

存症集団療法に適合する医薬品使用症患者は比

較的少ないが、参加可能な患者の場合には、依存

症集団療法は医薬品使用症に対しても効果的な

医療的資源となる可能性が示唆された。しかしそ

の一方で、依存症集団療法に適合しない患者――

女性・若年・自殺ハイリスクな重複障害症例――

に特化した、治療法の開発も必要と考えられた。 
「処方薬・市販薬依存症患者の入院治療プログ

ラムの開発に関する研究」においては、処方薬・

市販薬 FARPP が、不安・抑うつ・孤独感・希死

念慮などの、処方薬・市販薬使用障害患者に親和

性の高い心理的問題の改善に寄与する可能性が

示唆された。処方薬・市販薬 FARPP は、外来加

療が困難な治療抵抗性の患者に対しても、有効な

治療選択肢となるかもしれない。 
「処方薬・市販薬過量摂取による救急搬送患者

の実態と支援に関する研究」からは、デキストロ

メトルファンやジフェンヒドラミンを含む市販

薬を過量摂取し急性中毒で救急受診した患者の

多くが若年女性で、家族と同居し社会活動を続け

ながらも周囲に相談できず、苦痛や現実逃避の手

段として市販薬を乱用していたことが示された。

服用目的は自殺企図が 6 割超と最多だが、約 3 人

に 1 人は現実逃避を目的としていた。情報源はイ

ンターネットや SNS が中心で、同じ境遇の仲間

とのつながりや承認欲求が乱用拡大の一因と考

えられた。入手は手軽なドラッグストアが主で、

実店舗におけるゲートキーパー機能が乱用防止

に重要と示唆された。薬物問題の重症度に関して

は、比較的軽症者が多くを占める一方で、15%あ

まり、精神医学的介入を要する重篤な病態を有す

る患者群の存在も明らかになっており、救急医療

と精神科医療の連携の必要性が示唆された。 
「処方薬・市販薬による中毒死の実態に関する

研究」では、東京都監察医務院での調査結果を踏

まえて、以下の提言が行われた。すなわち、2026



 

 

年 5 月施行の改正医薬品医療機器法では、ジフェ

ンヒドラミンを含む 8 成分が「指定乱用防止医薬

品」として販売規制の対象となるが、入手経路を

完全に遮断することは現実的ではなく、また、現

状では、ジフェンヒドラミンを含む薬剤は第 2 類

医薬品であり、対面での服薬指導義務や購入制限

がなく、インターネットでも容易に入手できてし

まう。乱用防止や犯罪抑止の観点から、実態に基

づいた関係機関への継続的な注意喚起が重要と

考えられる。 
「大手チェーンドラッグストアにおける市販

薬販売の実態に関する研究」からは、約 90 分間

のオンラインによるゲートキーパートレーニン

グプログラムは、薬局薬剤師のゲートキーパーに

関する知識や自己効力感を向上させるとともに、

市販薬のオーバードーズや依存に対するスティ

グマを軽減する可能性が示唆された。オンデマン

ド型のオンライン形式による提供は、標準化され

た介入を低コストで実施でき、多様な医療環境に

おいて薬局薬剤師をオーバードーズの予防に参

画させるための、拡張性と実行可能性の高いアプ

ローチであると考えられた。 
 
 

E. 結論 

 
研究班最終年度にあたる今年度、依存症専門医

療をフィールドとする 2 つの分担研究において、

通院治療プログラムと入院治療プログラムの介

入研究が開始され、そのいずれにおいても好まし

い効果を示唆する結果が得られた。一方、救命救

急医療をフィールドとする分担研究においては、

市販薬過剰摂取による救急搬送患者の心理社会

的背景と過剰摂取の動機、ならびに薬剤と情報の

入手経路の実態が明らかにされた。また、監察医

務院をフィールドとする調査では、中毒死の原因

となっている市販薬としては、ジフェンヒドラミ

ン含有市販薬が突出して多いことが明らかにさ

れた。さらに、ドラッグストアをフィールドとす

る分担研究では、市販薬乱用・依存の早期発見・

早期介入を目的とする薬剤師向けのゲートキー

パー研修プログラムの有効性が証明された。 
以上の通り、3 年間にわたる本研究班の活動は

順調に進捗し、各研究分担課題からは、臨床上な

らびに政策上重要な知見が明らかにされた。 
 
 

F. 健康危険情報 

なし 
 
 

G. 研究発表 

各研究分担報告書を参照。 
 



 

1 

 

令和 7年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）「処方薬や市販薬の乱用又は

依存症に対する新たな治療方法及び支援方法・支援体制構築のための研究」 

（研究代表者 松本俊彦） 

分担研究報告書 

 
処方薬・市販薬依存症患者の実態と通院治療プログラムの開発に関する研究 

 
研究分担者 松本俊彦 

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 部長 

 
【研究要旨】 

研究目的： 本研究分担班の目的は、処方薬・市販薬などの医薬品使用症患者の臨床的特徴を明らか

にするとともに、同患者に対する依存症集団療法の効果を明らかにすることにある。 

研究方法： 研究班最終年度にあたる令和 7年度は、本分担研究班では、2つの研究プロジェクトを

実施した。1つは、「2024年全国精神科医療施設における実態調査」(以下、全国精神科病院調査)の

データを二次解析し、処方薬・市販薬関連精神疾患症例の臨床的特徴を明らかにする研究（研究1）

である。そしてもう 1つは、令和 6年度よりリクルートを実施している、「処方薬・市販薬などの医

薬品依存症患者に対する集団療法の効果に関する非劣性試験」（研究 2）である。研究 1では、「2024

年 全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実態調査」データベースの二次解析を行い、

睡眠薬・抗不安薬・市販薬症例（医薬品群）を対象に、臨床的特徴と治療資源の利用状況を検討し

た。研究 2においては、2024年 5月～2025年 4月までの 1年間に、国立精神・神経医療研究センタ

ー病院、埼玉県立精神医療センター、昭和大学烏山病院に初診した覚醒剤、大麻、処方薬、市販薬

のいずれかの物質の使用症患者のうち、依存症集団療法に参加し、かつ、対象要件を満たした者を

対象として 24週間の追跡を行い、その社会的・心理的・職業的機能、外来通院や依存症集団療法参

加の状況、精神的健康、薬物使用日数および危険な使用の有無に関する情報収集を行い、その結果

を「医薬品群」と「違法薬物群」の 2群で比較した。 

研究結果： 研究 1からは、医薬品使用症患者では、女性が多く、最近 1年以内の自傷・自殺企図経

験を持つ者、併存精神疾患を有する者が顕著であり、依存症集団療法や自助グループ、民間回復施

設といった、従来の依存症回復支援資源を利用する者が少なく、逆に、精神医学的危機介入のため

の精神科入院を必要とする者が多い傾向が明らかにされた。一方、研究 2 では、リクルート期間に

本研究の対象要件を満たし、かつ、研究参加に同意した者は 24例と少なかった。その 24例中、12

例が医薬品群（処方薬 3例、市販薬 9例）に、そして残る 12例が違法薬物群（全例覚醒剤）に分類

された。両群に対する依存症集団療法による介入の効果は、違法薬物群では、24週後における薬物

使用および危険な薬物使用が有意に減少し、一方、医薬品群では、24週後における薬物使用日数と

危険な薬物使用が有意に減少した。なお、GHQ30得点については両群ともに有意に低下した。以上よ

り、依存症集団療法は医薬品使用症患者に対しても効果的である可能性が示唆された。 

考察と結論： 依存症集団療法にマッチする医薬品使用症患者は比較的少ないが、参加可能な精神医

学的状態にある者にとっては、依存症集団療法は医薬品使用症患者にとっても重要な医療的資源と

なる可能性がある。今後は、医薬品使用症に対する依存症集団療法の効果に関して、さらにサンプ

ル数を増やして検証を継続する必要がある。同時に、女性かつ若年、自殺ハイリスクな重複障害症

例という特徴を持つ医薬品使用症患者に特化した、治療法の開発も必要であろう。 
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研究協力者 

成瀬暢也 埼玉県立精神医療センター 

常岡俊昭 昭和医科大学烏山病院 

沖田恭治 国立精神・神経医療研究センター病

院 精神診療部 

西村晃萌 国立精神・神経医療研究センター精

神保健研究所 薬物依存研究部 

樋口早子 国立精神・神経医療研究センター病院 

司法精神診療部 

高野歩 国立精神・神経医療研究センター精神

保健研究所 薬物依存研究部 

水野聡美 国立精神・神経医療研究センター精

神保健研究所 薬物依存研究部 

喜多村真紀 国立精神・神経医療研究センター

精神保健研究所 薬物依存研究部 

梅村二葉 国立精神・神経医療研究センター精

神保健研究所 薬物依存研究部 

宇佐美貴士 福岡県立精神医療センター太宰府

病院 

谷渕由布子 医療法人同和会 千葉病院 

大宮宗一郎 上越教育大学大学院学校教育研究

科 発達支援・心理臨床教育学系 

嶋根卓也 国立精神・神経医療研究センター精

神保健研究所 薬物依存研究部 

 
 

A. 研究の背景と目的 

 
2000年代以降、わが国では精神科医療へのア

クセスが確実に向上してきたが、反面、そのこ

とが、2010年以降の睡眠薬・抗不安薬などの処

方薬の不適切使用問題を助長してきたのは、周

知の通りである。加えて近年では、国民の高齢

化と長寿化に伴う医療費の増大への対策として、

わが国では、医療費削減目的と国民の医薬品ア

クセス向上目的による「セルフメディケーショ

ン」政策が推進されてきた。具体的には、頻用

処方薬の市販薬化に加え、市販薬のインターネ

ット販売に関する規制緩和（2014）、セルフメデ

ィケーション税制の導入（2017）などの施策が

それにあたるが、それに伴って、わが国のドラ

ッグストアチェーン業界の急成長も見られてい

る。事実、同業界は、最近20年で他業界では類

例を見ないほどの活況を呈し、市場規模は8兆

円を超える水準に達するとともに、毎年国内で

は約 1000～1500 店舗のドラッグストアが新規

開店している状況である。 
このような状況は、確実に処方薬や市販薬な

どの医薬品による健康被害を増大させている。

研究分担者が実施している「全国の精神科医療

施設における薬物関連精神疾患の実態調査」（以

下、病院調査）によれば、2010年以降、睡眠薬・

抗不安薬関連精神疾患症例が、そして、2018年

以降は市販薬関連精神疾患症例が増加している。

さらに、現時点における最も直近の同調査であ

る 2024 年調査では、過去 1 年以内に薬物使用

が見られる薬物関連精神疾患症例の半数が、処

方薬と市販薬を主たる乱用薬物としている。こ

うした状況は精神科医療現場にとどまらず、救

急医療の現場からも、近年における医薬品過量

摂取による救急搬送患者――ことに市販薬過量

摂取患者の急激な増加として報告がなされてい

る。 
しかし、以上のような実態があるにもかかわ

らず、その治療体制は不十分である。というの

も、すでに 2016 年度より、わが国では研究代

表者らが開発した、薬物依存症に対する集団療

法「せりがや覚せい剤依存再発防止プログラム

（ Serigaya Methamphetamine Relapse 
Prevention Program：SMARPP）」が診療報酬

の算定対象となっているものの、その対象は覚

醒剤や大麻、危険ドラッグといった違法薬物の

依存症に限定され、医薬品の依存症に対する専

門療法として診療報酬算定対象となっているも

のが存在しない状況にある。 
そこで、本研究分担班は、「処方薬・市販薬使

用症患者の実態と通院治療プログラムの開発に

関する研究」という研究課題を掲げ、3 年間の

研究期間において、一般精神科医療・依存症専

門医療における処方薬・市販薬関連障害患者の

臨床的特徴を明らかにするとともに、3 箇所の

依存症専門医療機関（NCNP病院、埼玉県立精

神医療センター、昭和医科大学烏山病院）をフ

ィールドとして、処方薬・市販薬依存症に対す
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る依存症集団療法（通称「SMARPP」）の効果

検証を行うことを計画している。 
研究班最終年度にあたる令和7年度、本研究

分担課題では、2 つの研究プロジェクトを実施

した。1 つは、「2024 年全国精神科医療施設に

おける実態調査」(以下、全国精神科病院調査)の
データを二次解析し、処方薬・市販薬関連精神

疾患症例の臨床的特徴を明らかにする研究であ

る。そしてもう1つは、令和6年度よりリクル

ートを実施している、「処方薬・市販薬などの医

薬品使用症患者に対する集団療法の効果に関す

る非劣性試験」である。本報告書では、この 2
つの研究プロジェクトについて報告する。 
 

 

B. 研究方法 

 
【研究1: 「2024年全国精神科病院調査」デー

タの二次解析】 
 
１．全国精神科病院調査について 
研究分担者が所属する、国立精神・神経医療

研究センター精神保健研究所薬物依存研究部で

は、1987年以降ほぼ隔年で全国の有床精神科医

療施設を対象とする薬物関連精神疾患症例の悉

皆調査を行っている。研究1では、2024年の全

国精神科病院調査データを二次解析することに

より実施した。 
全国精神科病院調査の対象期間は、2024年9

～10月の2か月間である。調査対象施設は、精

神科の入院病床を有するすべての病院である。 
調査対象者は、調査対象施設において通院・

入院治療を受けた患者で、アルコール以外の精

神作用物質使用による ICD‒10 F1 分類「精神

作用物質による精神および行動の障害」の該当

患者である。アルコール単独使用の患者を除き、

何らかの薬物とアルコールを併用している患者

は含まれる。情報収集は診療録からの転記によ

る後方視的な方法を採用した。 
具体的には、調査対象施設の各担当医師が、

条件を満たす薬物関連精神障害患者に関して診

療録より個人特定不能な情報を調査票に転記し、

記入済みの調査用紙は郵送によって研究責任者

（松本俊彦）のもとに集約された。なお、調査

対象期間中は各調査実施施設にて本調査に関す

る公告を行い、本調査に対するオプトアウトの

機会を設けた。 
調査項目は、年齢、性別、教育歴、就労状況、

犯罪歴、最近1年以内の薬物使用状況、現在の

「主たる薬物」の種類、薬物使用に関する ICD‒
10 F1 分類の下位診断、併存精神障害などであ

り、毎回これらの項目に関して、同じ質問文お

よび同じ定義によって情報収集している。 
 
2. 対象 
本研究の対象者は、2024年の全国精神科病院

調査のデータから抽出した。調査実施施設1525
施設中、1098 施設（72.0％）より回答が得られ

た。221施設（14.5％）から症例が提出された。

同意が得られ、かつ、人口動態的変数と使用薬

物に関する情報が欠損していなかった 2702 例

が対象となった。 
以上が2024年調査の概要である。全2702症

例の中から最近1年以内に使用がなく、薬物の

乱用が止まっている 1481 例を除外した。残り

1221症例の中で、「主たる薬物」の上位4種で

ある覚醒剤、大麻、睡眠薬・抗不安薬、市販薬

症例を抽出した。その結果、覚醒剤症例277例、

大麻症例91例、睡眠薬・抗不安薬症例246例、

市販薬症例277例を抽出し、これら計891例を

本研究の対象者とした。 
さらに、この対象者のうち、覚醒剤症例と大

麻症例とを合わせた368例を「違法薬物群」と

し、そして睡眠薬・抗不安薬症例および市販薬

症例を合わせた523例を「医薬品群」として分

類した。 
 
3. 変数 
本研究は、違法薬物群と医薬品群について臨

床的特徴の相違を明らかにすること、両群間に

おける治療・回復支援のための医療的、非医療

的資源の利用の相違を明らかにすることの２つ

を目的としている。この目的に基づき、以下の

変数を設定した。 
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臨床的特徴に関しては、先行研究および2群

比較の結果を踏まえ、性別、年代（10–20代／

30 歳以上）、自傷・自殺企図歴、F1x.2 依存症

候群の有無、併存精神疾患の有無を独立変数と

した。なお、F1x.1 有害な使用はF1x.2 依存症

候群と相互排他的であるため分析から除外した。 
治療・回復資源に関しては、わが国で一般的

に提供されているサービス内容を参考に、医療

的資源と非医療的資源に分類した。医療的資源

としては、薬物関連精神障害に関連する診療報

酬算定項目である依存症集団療法と薬物依存症

入院医療管理加算に対応するものとして、「外来

依存症集団療法参加経験」と「薬物問題による

精神科入院歴」を選択した。非医療的資源とし

ては、すでに薬物依存症を抱える者の地域支援

としてなくてはならない存在となっている NA
などの「自助グループ参加経験」と、DARCな

どの「民間依存症回復施設の利用経験」に関す

る情報を抽出した。 
 
4. 統計学的解析 
本研究では、違法薬物群と医薬品群の臨床的

特徴および治療資源利用状況を比較するために、

各項目のリスク差（risk difference, RD）を算出

した。なお、RD が5%以上の場合を臨床的に意

味のある差とみなすこととした。 
次に、薬物の種類（従属変数：医薬品＝1、違

法薬物＝0）と関連する要因を明らかにするた

めに、ロジスティック回帰分析を実施した。モ

デルは段階的に構築し、Model 1 では人口統計

学的特性（性別、年代）、Model 2 では精神医学

的特性（自傷・自殺企図歴、F1下位診断の依存

症候群の該当、併存精神疾患の有無）を追加し、

Model 3 では治療・回復支援に関する特性（自

助グループ参加、依存症集団療法参加、精神科

入院歴、民間リハビリ施設利用）を加えた。各

モデルにおいてオッズ比（odds ratio, OR）を算

出した。 
すべての解析は、IBM SPSS version25を用

いて行い、両側検定5％を有意水準に設定した。 
 
5. 倫理的配慮 

本研究は国立研究開発法人国立精神・神経医

療研究センター倫理委員会の承認を得て実施さ

れた（承認番号A2024-041）。 
  
【研究 2: 処方薬・市販薬などの医薬品使用症

患者に対する集団療法の効果に関する非劣性

試験】 
 
1. 対象 
（1）選択基準 

以下の5つの条件をすべて満たす者 
① 医薬品または違法薬物の使用症と診断

された者（主治医によるDSM－5診断） 
② 過去 3 か月間に治療の対象となってい

る主たる薬物の乱用がある者 
③ 研究参加時点で初めて集団療法に参加

する者 
④ 調査委託会社とメールでのやりとりが

でき、オンラインでアンケート回答可

能な者 
⑤ 18歳以上 

（2）除外基準 
以下のいずれかに該当する者 
① 薬物使用に関する公判中、執行猶予

中、保護観察中の者 
② リクルート時点で入院予定がある者 
③ 集団療法の参加に同意しない者 
④ 医薬品と違法薬物の両方を乱用して

いる者 
⑤ その他、主治医または研究者が不適

当と判断した者 
⑥ 日本語の読み書きができない人 

(3) 予定する研究対象者数 
目標症例数は、研究全体で80名である。国立

精神・神経医療研究センター（National Center 
of Neurology and Psychiatry： NCNP）を含む

3施設にて、医薬品依存症を有する通院患者（医

薬品群）を30名、集団療法での診療報酬算定が

可能となっている違法薬物依存症を有する通院

患者（違法薬物群）を50名リクルートする。医

薬品群において治療対象となっている主な薬物



 

5 

 

の種類は市販薬と処方薬である。違法薬物群に

おいて治療対象となっている薬物の種類は、覚

醒剤、大麻、そのほかの違法薬物である。 
なお、目標症例数の設定にあたっては、各群

（市販薬群と違法薬物群）の治療プログラム参

加前後の比較の検定力を 0.8、有意水準 0.05、
効果量を0.5～0.8と想定した場合、必要とする

サンプルサイズを計算すると、各グループ25～
65人となる。さらに各施設の外来に訪れる過去

一年間の患者数を考慮し、各施設における両群

のサンプル数を決定した。 
 

2. 方法 
1) 研究説明・同意取得・ベースライン時のアン

ケート調査 
① 主治医は、集団療法に参加することが治療

上好ましいと判断された外来患者の中か

ら、医薬品群および違法薬物群の研究参加

者の選定基準に合致する患者を外来受診

時にリクルートする。 
② 主治医は、研究参加候補者となった患者に

対して、書面により研究説明を行い、書面

による同意取得を行う。または、主治医が

口頭で研究説明を行い研究参加への意思

が確認できた場合は、主治医以外の研究者

が書面により研究説明を行い、書面による

同意取得を行う。 
③ 研究者は、同意が得られた患者に対して、

同意取得先着順に ID を付与する。 
④ 研究者は、同意が得られた患者から研究参

加に必要な情報（氏名、メールアドレス、

電話番号、住所）を取得し、調査委託会社

に伝える。 
⑤ 調査委託会社（株式会社マイ.ビジネスサー

ビス.）は、研究対象者となった患者に対し

て、オンラインアンケートの URL を含む

メールを送り、ベースライン・オンライン

アンケートへの回答を依頼する。 
(ア) 研究対象者は、一週間以内にアンケー

トに回答する。 
⑥ 調査委託会社は、主治医に対して、研究対

象者となった患者の a. 治療対象となって

いる主な使用薬物の種類（医薬品群または

違法薬物群のいずれであるか）、b. ベース

ラ イ ン 時 の Global Assessment of 
Functioning（GAF）、c. 併存する精神疾患

名を調査委託会社に報告するように依頼

する。主治医はa. から c. について調査委

託会社に報告する。 

2) 調査期間 
① 調査委託会社は、研究対象者に、研究参加

同意日から 4 週間後、12 週間後、24 週間

後にメールを送り、フォローアップ1回目

（FU1）、2回目（FU2）、3 回目（FU3）
のオンラインアンケートに回答するよう

に依頼する。 
② 研究対象者は、FU1、FU2、FU3のオンラ

インアンケートに、一週間以内に回答する。 
③ 調査委託会社は、ベースライン、FU1、FU2、

FU3 のオンラインアンケートへ回答する

ごとに、研究対象者に対して謝礼を送る。 
④ 調査委託会社は、研究に参加してから 24

週間経過した研究対象者の GAF の測定を

主治医に依頼する。主治医は研究対象者の

24週間後のGAFを測定し、結果を調査委

託会社に伝える。 

3) 調査期間終了後 
調査委託会社は、研究に組み入れられた研究

対象者の調査終了予定日に、オンラインアンケ

ート結果及び GAF の測定結果を含む研究用デ

ータセットを研究対象者の個人情報を含まな

い状態（研究対象者の氏名、電話番号、メール

アドレス、住所、主治医及び主治医のメールア

ドレス、IDを削除した状態）にして、研究責任

者（松本俊彦）に送付する。 
 
3. 観察地点と調査項目 
1) 診察及び自己申告オンラインアンケート調

査のスケジュール表 
情報収集は、登録時（ベースライン）、4 週後

（FU1）、12 週後（FU2）、24 週後（FU3）の

4つのポイントで実施する。 
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2) 調査項目 
① 個人情報: 研究対象者の氏名、電話番号、

メールアドレス、住所 
② 基本属性: 性別、年齢、最終学歴、就労状

況、婚姻状況、社会資源使用状況（精神保

健福祉センター、自助グループ、薬物依存

回復施設等の利用の有無） 
③ 薬物関連変数: 治療の対象となっている主

たる使用薬物の種類、主たる乱用薬物の初

使用年齢、薬物依存症関連問題の重症度、

ベースライン時から過去1か月間の入院の

有無 
④ 治療対象となる主たる薬物: DSM－5診断

をもとに決定された主治医評価による研

究対象者の医薬品群及び違法薬物群の分

類 
⑤ 社会的・心理的・職業的機能: GAFを用い

て社会的・心理的・職業的機能を評価する。

GAF評価とは、GAF尺度を用いて算出し

た評価数値を指す。GAF 尺度とは、社会

的・心理的・職業的機能を評価するために

1～100 で数値化されたスケールのことで

ある。数値が大きいほど良好と判断される。

24 週間経過した時点から過去 2 カ月以内

に外来受診がなかった研究対象者の 24 週

間後のGAFは測定しない。 
⑥ 外来通院継続の有無: 過去 28 日間におけ

る定期的な外来通院の有無 
⑦ 集団療法参加継続の有無: 過去 28 日間に

おける定期的な集団療法への参加の有無 
⑧ 精神的健康: 精神的健康調査票短縮版

（General Health Questionnaire 30： 
GHQ30）により測定する。12歳以上対象

の尺度で、30項目、4件法である。4種類

の選択肢のうち、左から2つの場合は0を

与え、右から2つを選択した場合は1を与

えて合計点を算出する（0～30点）。7点以

上で精神的健康に問題があるとされる。 
⑨ 薬物乱用日数: 治療対象となっている主た

る薬物の過去28日間における使用日数 
⑩ 危険な使用の有無と内容: 過去 28 日間に

おける使用量の増加や過剰服薬といった

治療対象となっている主たる薬物の危険

使用の有無と内容を調査する。 
 
4. 統計解析の方法 
研究対象者から取得した調査項目におけるベ

ースライン時、ベースライン時から 4 週間後、

12 週間後、24 週間後の結果に対し、記述統計

解析を行い、医薬品群及び違法薬物群における

ベースライン時と 24 週後の結果をそれぞれ比

較して、集団療法実施の効果を検討する。具体

的には、市販薬群および違法薬物群における介

入前後（特にベースライン時の状態と最終アン

ケート回答時点）の薬物使用日数などの変化を、

別々に対応のある 2 標本の t 検定もしくは

Wilcoxonの符号付き順位検定で比較し、両者の

結果を並列的に提示し、それぞれが臨床的に意

味のある変化かどうかを考察する。 
なお、補足的に、各調査時点間における物質

使用や変数の変化量に関して、市販薬群と違法

薬物群の2群間で比較する。臨床経験に基づく

印象では、治療経過中の再使用頻度は医薬品と

違法薬物では根本的に異なる。というのも、前

者ではアクセスが容易であるのに対し、後者の

場合には違法であり、密売人との接触を要する

からである。 
 
5. 倫理的配慮 
本研究は、研究主幹施設である国立精神・神

経医療研究センター倫理委員会（承認番号

B2023-122）、ならびに、埼玉県立精神医療セン

ターおよび昭和医科大学烏山病院の倫理委員会

の承認を得て実施された。 
 
 

C. 研究結果 

 
【研究1: 「2024年全国精神科病院調査」デー

タの二次解析】 
 
1. 医薬品群と違法薬物群の臨床的特徴の比較 
表1に、医薬品群と違法薬物群における属性

比較の結果を示す。性別は医薬品群に女性が多
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く（66.2％ vs 21.2％、RD = 45.0％）、年齢層

は10～20代が医薬品群に多かった（42.1％ vs 
23.1％、RD = 19.0％）。自傷・自殺企図の経験

は医薬品群に多く（53.2％ vs 12.0％、RD = 
41.2％）であった。 

ICD-10下位診断では、急性中毒（F1x.0）は

医薬品群に多く（13.2％ vs 2.7％、RD = 
10.5％）、有害な使用（F1x.1）も医薬品群に多

かった（33.3％ vs 15.2％、RD = 18.1％）。依

存症候群（F1x.2）は違法薬物群に多く（69.0％ 
vs 82.1％、RD = −13.1％）、精神病性障害（F1x.5）
も違法薬物群に多かった（1.9％ vs 19.8％、RD 
= −17.9％）。残遺性障害・遅発性精神病性障害

（F1x.7）も違法薬物群に多かった（0.6％ vs 
11.4％、RD = −10.8％）。 
併存精神障害がある者は医薬品群に多かった

（84.3％ vs 53.8％、RD = 30.5％）。中でも気

分障害（F3）（31.2％ vs 19.6％、RD = 11.6％）、

神経症性障害（F4）（35.4％ vs 17.7％、RD = 
17.7％）、成人の人格および行動の障害（F6）
（14.1％ vs 7.6％、RD = 6.5％）、心理的発達の

障害（F8）が医薬品群に多かった（14.3％ vs 
3.5％、RD = 10.8％）。 
治療・回復資源の利用では、外来依存症集団

療法の参加経験（29.3％ vs 54.1％、RD = 
−24.8％）、自助グループ参加経験（21.8％ vs 
39.9％、RD = −18.1％）、民間回復施設利用は違

法薬物群に多かった（9.2％ vs 24.2％、RD = 
−15.0％）。薬物問題による精神科入院歴は医薬

品群に多かった（59.5％ vs 50.3％、RD = 
9.2％）。 
 
2. 治療・回復支援の選択に影響する要因 
続いて、表 2 に、2 項ロジスティック回帰分

析の結果を示す。表から明らかなように、モデ

ル 3 の結果では、医薬品群であることは女性

（OR = 3.454, 95%CI: 2.419–4.932, p < 0.001）、
過去 1 年の自傷・自殺企図あり（OR = 3.995, 
95%CI: 2.619–6.093, p < 0.001）、併存精神疾患

あり（OR = 2.252, 95%CI: 1.564–3.242, p < 
0.001）と有意に関連していた。 

一方、外来依存症集団療法の参加経験は医薬

品群で少なく（OR = 0.509, 95%CI: 0.348–
0.746, p = 0.001）、精神科入院歴は多かった

（OR = 1.572, 95%CI: 1.105–2.236, p = 0.012）。
自助グループの参加経験および民間依存症回復

施設の利用経験は、モデル3では有意な関連は

認められなかった（それぞれ OR = 0.657, 
95%CI: 0.413–1.046, p = 0.076、OR = 0.851, 
95%CI: 0.497–1.457, p = 0.557）。 
 
【研究 2: 処方薬・市販薬などの医薬品使用症

患者に対する集団療法の効果に関する非劣性

試験】 
 
1. 対象の属性 

NCNP病院、ならびに昭和医科大学烏山病院

では、2024年5月より、そして埼玉県立精神医

療センターでは 2024 年 6 月より対象者リクル

ートを開始している。 
2025 年 4 月末のリクルート終了までに、

NCNP病院13名、昭和医科大学烏山病院8名、

埼玉県立精神医療センター6名と、総計27名の

リクルートが完了した。しかし、このうち3名

は、同意こそしたものの、ベースライン調査を

実施できなかったことから、解析対象から除外

し、残る24名を最終的な対象とした。 
 この24名中、12名が違法薬物群（12全例が

覚醒剤使用症）であり、12名が医薬品群（市販

薬9名、処方薬3名）に分類された。 
 違法薬物群と医薬品群の属性を比較した結果

を表3に示す。両群間において、年齢（違法薬

物群 vs. 医薬品群, 39.42［標準偏差7.95］ vs. 
34.00［15.68］）、性別（女性率41.7% vs. 66.7%）、

教育歴（大卒以上率25.0% vs. 50.0%）、就労状

況（無職率41.7% vs. 25.0%）、婚姻状況（未婚

率58.3% vs. 66.7%）といった、人口動態的変数

や生活背景に差がなかった。 
また、薬物乱用開始年齢（違法薬物群 vs. 医

薬品群, 24.25［標準偏差 9.34］ vs. 27.50
［10.49］）、併存精神疾患を持つ者の割合

（41.5% vs. 66.7%）、DAST-20 得点（25.58
［2.64］ vs. 28.08［3.92］）、GAF得点（58.83
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［12.40］ vs. 49.42［8.63］）にも統計学的な有

意差は認められなかった。 
 

2. 違法薬物群と医薬品群における各観察地点

での横断的比較（表4） 
調査期間において追跡した変数は、社会資源

の利用（精神保健福祉センター、民間回復支援

施設、自助グループ）、ならびに、過去4週間以

内の薬物使用状況（薬物使用の有無、安全では

ない薬物使用の有無、薬物の使用日数）、全般的

な精神的健康の状態（GHQ-30）であった。ま

た、4週後、12週後、24週後においては、過去

の4週間における治療継続状況（継続受診、依

存症集団療法参加）に関しても追跡を行った。 
表4に、各観察地点における追跡変数に関す

る両群間の横断的比較の結果を示す。登録時点

では、民間回復支援施設の利用のみ違法薬物群

で有意に多かった（50.0% vs. 0.0%, p=0.005）。
4 週後の時点ではすべての追跡変数に関して両

群間で有意差は認められなかった。12週後の時

点では自助グループの利用のみ違法薬物群で

有意に多かったが（57.1% vs. 0.0%）、他の項目

では有意差が認められなかった。24週後時点で

は、過去4週間の継続受診に関してのみ有意差

が認められ、違法薬物群は医薬品群よりも通院

継続者の割合が多かった（42.9% vs. 0.0%）。 
 

3. 違法薬物群に関する追跡変数の縦断的変化 
続いて、各群における追跡変数の縦断的変化

に関して、各観察時点間、および登録時・24週

後間で Wilcoxon の符号付き順位検定を行った

結果について述べる。 
表5に、違法薬物群に関する追跡変数の縦断

的変化を示す。違法薬物群では、「過去4週間の

薬物使用」に関して、登録時～4週後（p=0.008）、
および登録時～24週後（p=0.038）に有意な改

善が見られた。また、「過去4週間の安全ではな

い薬物使用」に関して、登録時～4 週後

（p=0.006）、および登録時～24週後（p=0.014）
に有意な改善が認められた。さらに、GHQ-30
得点に関して、登録時～24週後において有意な

減少が認められた（p=0.028）。 

なお、GAF得点に関しては、登録時および24
週後の追跡終了時点で有意な変化は認められ

なかった。 
 

4. 医薬品群に関する追跡変数の縦断的変化 
表6に、医薬品群に関する追跡変数の縦断的

変化を示す。 
医薬品群では、「民間回復支援施設の利用」に

関して4～12週後に有意な改善が見られた一方

で（p=0.046）、「自助グループへの参加」に関し

て4～12週後に悪化が見られた（p=0.046）。ま
た、「過去4週間の薬物使用」に関して登録時～

4週後に有意な改善が（p=0.004）、そして「過

去4週間の薬物使用日数」に関して登録時～24
週後に有意な減少が認められた（p=0.007）。「過

去4週間の安全ではない薬物使用」に関しても、

登録時～4週間（p=0.008）、および登録時～24
週後（p=0.020）に有意な改善が認められた。さ

らに、GHQ-30得点については、登録時～24週

後に有意な減少が認められた（p=0.035）。 
なお、GAF得点に関しては、登録時および24

週後の追跡終了時点で有意な変化は認められ

なかった。 
以上の結果は、医薬品群においても、治療の

標的となっている乱用薬物の使用様態に関し

て、違法薬物群と同様の改善が認められること、

そして、精神的健康度の改善が認められること

を示している。 
  

 

D. 考察 

 
【研究1: 「2024年全国精神科病院」データの

二次解析】 
 

1. 医薬品群と違法薬物群の臨床的特徴の違い 
2群比較の結果、医薬品群は若年女性に多く、

精神的脆弱性の高い層が多く含まれている可能

性が示唆された。すなわち、アルコール問題を

伴うなど多物質乱用傾向を有し、自傷等の挿話

がある者が多く、他の精神障害の併存率が高か

った。 
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また、医薬品群では、「有害な使用」に該当す

る者も多かった。このことは、若年者が多いた

めに薬物使用期間が比較的短く、依存症候群未

満の比較的軽症であることによる可能性、そし

て同時に、彼らの薬物使用様態が、習慣的使用

の様態というよりも、間欠的ないしは挿話的に

行われる自己破壊的行動としての性質を帯びて

いる可能性を反映した結果と考えられる。 
さらに、医薬品群は、精神科入院のような、

精神医学的問題全般に対する危機介入的要素を

伴う治療を比較的高頻度に利用していたのに対

し、外来依存症集団療法や自助グループ、民間

依存症回復施設といった依存症に特化した医療

的・非医療的資源の利用は比較的少なかった。 
一方、違法薬物群は男性で年齢が高く、依存

症候群や精神病性障害の診断が多かった。依存

症候群の多さは、年代の高さから長期間に及ぶ

習慣的な薬物使用様態を反映している可能性が

あり、精神病性障害が多かったのは、覚醒剤や

大麻の薬理作用を考慮すれば、当然の結果とい

えるであろう。また、外来集団療法や自助グル

ープ、民間回復施設といった、依存症に特化し

た医療的、非医療的資源へのアクセスも高く、

既存の薬物依存症地域支援で汎用されてきた資

源にマッチする層であると推測される。 
以上の結果は、多変量解析によっていっそう

明確なものとなって示された。すなわち、女性、

自傷・自殺企図の既往、他の精神疾患の併存が

一貫して医薬品群と有意に関連しており、人口

統計学的要因や依存症診断、治療資源利用を調

整した後も、これらが医薬品群を特徴づける独

立した因子であった。このことから、医薬品群

は若年女性を含み、自己破壊的行動や精神疾患

を背景に抱える割合が高いことが強く示唆され、

治療において薬物種別以外の臨床指標（自傷リ

スク、併存精神疾患、性別）を重視する必要が

あると考えられた。 
 

2．医療的、非医療的資源の利用の違い 
本研究では、治療資源利用に関しては、医薬

品群は精神科入院歴が多い一方で、外来依存症

集団療法や自助グループ、民間回復施設の利用

は少なかった。違法薬物群は逆に、依存症に特

化した医療的・非医療的資源の利用が多く、地

域における依存症支援資源と親和性の高い層で

あることがうかがわれた。 
多変量解析によっても、外来集団療法は医薬

品群で有意に少なく、精神科入院歴は有意に多

いことが確認された。これは、医薬品群が依存

症治療というよりも、精神症状や自傷リスクに

対する危機介入的資源を利用しやすい傾向を示

している。一方、外来依存症集団療法は、ある

程度精神症状が安定し、依存症に特化した治療

に集中できる層を対象とした資源であることを

反映しているのだろう。精神科入院には、自傷・

自殺企図の既往、他の精神疾患の併存を考慮す

ると、物質使用症治療というよりも、一般的な

精神医学的危機への介入として機能している実

態を反映していると考えられる。 
薬物使用症の治療・支援は、依存症に特化し

た医療的・非医療的資源の利用を基軸としつつ、

必要に応じて精神科入院など非特異的な危機介

入を挿入するハイブリッド型の治療モデルが現

実的であることが示唆された。 
 

3. 女性と医薬品の特殊性と今後の支援体制の

構築 
従来、日本では薬物依存症臨床の中心的薬物

は覚醒剤であり、覚醒剤使用障害患者の大多数

は中年男性であった。そのため、依存症に特化

した医療的および非医療的資源はいずれも、「男

性・中年・覚醒剤」という比較的均質な集団を

念頭に置いて開発や展開がなされてきた。その

結果、「女性・若年・医薬品」といった特徴を持

つ集団は、いずれの資源においても少数派とな

ってしまい、既存の資源が自身にとっての「安

心・安全な居場所」として機能しなくなってい

る可能性は否めない。 
女性の場合、男性と比較し社会的な問題や併

存精神障害の存在などから治療の脱落の多さや、

男性中心の治療には馴染まない可能性があり、

女性に合わせた治療の選択肢を増やし工夫する

ことで回復の機会は増加するのかもしれない。

今後は、「女性・若年・医薬品」という属性を持
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つ集団に特化した資源を増やしていくことが求

められる。 
それと同時に、「女性・若年・医薬品」の多く

が広範な自己破壊的傾向と高い精神疾患併存率

を有し、非特異的な危機介入として精神科入院

を経験している。近年、厚生労働省主導で薬物

依存症専門医療機関の拡充が行われているが、

今後、求められるのは、「薬物依存症専門医療機

関の拡充」ではなく、「薬物関連患者への対応を

嫌がらない一般精神科医療機関の拡充」なのか

もしれない。 
 
【研究 2: 処方薬・市販薬などの医薬品使用症

患者に対する集団療法の効果に関する非劣性

試験】 
 
研究2に関しては、リクルートできた対象者

数は、違法薬物群と医薬品群の双方ともに、当

初、計画した目標数に遠く及ばなかった。 
その理由としては、違法薬物群の場合、覚醒

剤や大麻の問題を主訴として受診する患者の多

くが、公判を控えた保釈中の身柄であったり、

執行猶予、あるいは仮釈放や保護観察といった

法的状況にあったりするなど、除外条件に該当

していたことが挙げられる。一方、医薬品群の

場合、併存精神疾患の影響で集団場面に適応で

きる者が少なく、依存症集団療法に導入する以

前に併存精神疾患の治療が優先されること、そ

して、若年女性が多いことから、中高年男性の

覚醒剤使用症患者が大多数を占める集団療法に

参加させることが、担当医および患者本人の双

方にとって躊躇せざるを得ない事情があったこ

と、さらには、治療経過中に入院治療を要する

事態を呈する者が多く、リクルートの機会が制

限されたことが関係している。 
その意味では、研究2において依存症集団療

法に参加できた医薬品群は、医薬品使用症患者

の典型的症例とはいえない可能性がある。事実、

本研究分担課題の「研究 1」で明らかにされた

ように、医薬品使用症患者は、違法薬物使用症

患者に比べ、依存症集団療法参加経験が明らか

に少ない。したがって、依存症集団療法による

介入の効果を検討する際には、こうした限界を

考慮する必要があろう。 
研究2においては、違法薬物群と医薬品群と

もに、介入初期および24週後（プログラム終了

時）において、薬物使用の有無や安全ではない

使用に有意な改善が見られた。加えて、医薬品

群では薬物使用日数に関しても有意な減少が認

められた。さらに、両群ともに精神的健康度の

改善も認められていた。 
これらの結果を踏まえると、もともと違法薬

物使用症の治療を目的として開発された依存症

集団療法は、医薬品使用症に関しても同等の効

果を有する可能性があるといえるだろう。ただ

し、本研究は非常にサンプルサイズが小さいこ

と、また、介入の効果はかなり初期（4 週後）

に見られ、効果は 24 週後にも維持されていた

ものの、プログラムや通院継続率は両群ともに

芳しくなかったことには注意する必要がある。 
 

 
E. 結論 

 

研究班最終年度にあたる令和7年度は、本分

担研究班では、2 つの研究プロジェクトを実施

した。1 つは、「2024 年全国精神科医療施設に

おける実態調査」(以下、全国精神科病院調査)の
データを二次解析し、処方薬・市販薬関連精神

疾患症例の臨床的特徴を明らかにする研究（研

究 1）である。そしてもう 1 つは、令和 6 年度

よりリクルートを実施している、「処方薬・市販

薬などの医薬品使用症患者に対する集団療法の

効果に関する非劣性試験」（研究2）である。 
研究1からは、医薬品使用症患者では、若年

女性が多く、最近1年以内の自傷・自殺企図経

験を持つ者、併存精神疾患を有する者が顕著で

あり、違法薬物使用症患者に比べて、依存症集

団療法や自助グループ、民間回復施設など、従

来の依存症回復支援資源を利用する者が少なく、

逆に、精神医学的危機介入のための入院を必要

とする者が多い傾向が明らかにされた。以上よ

り、医薬品使用症の治療においては、患者の個
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別的ニーズに合わせた、テーラーメイドの治療

法を開発する必要があるといえるだろう。 
一方、研究2からは、限られたサンプル数の

解析結果であるとはいえ、依存症集団療法が、

医薬品使用症患者に対しても、違法薬物使用症

患者に対するのと同等の治療効果を有する可能

性が示唆された。このことは、研究1で明らか

にされたように、依存症集団療法にマッチする

医薬品使用症患者は比較的少ないながらも、そ

のプログラムへの参加ができるような精神医学

的状態にある者にとっては、依存症集団療法が

重要な医療的資源となる可能性を示している。 
今後は、さらにサンプル数を増やすかたちで、

医薬品使用症に対する依存症集団療法の効果を

検証する必要がある。同時に、若年女性、かつ、

精神疾患併存率が高く、自殺ハイリスクな特徴

を有する医薬品使用症患者に特化した、治療法

の開発が求められる。 
 

 

F. 健康危険情報 

 

なし 
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12，2025. 

20)  松本俊彦：わが国の大麻政策の課題と大麻

使用症治療の実際．精神療法 増刊第12号 
アディクション支援のフロントライン：

189-195，2025. 
21)  宇佐美貴士，松本俊彦：ベンゾジアゼピン

受容体作動薬使用症の治療．精神療法 増
刊第 12 号 アディクション支援のフロン

トライン：198-205，2025. 
22)  松本俊彦：精神科臨床現場における市販薬

使用症の実態．治療 総合診療を語り明か

す 107(8) 72-76，2025. 
23)  松本俊彦：薬物規制法と地域精神保健福祉

的支援－司法と地域を結ぶ架け橋「Voice 
Bridge Project」の試み．医学のあゆみ 294
（3） ： 268-272，2025. 
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24)  松本俊彦：子どもの市販薬乱用の現状と対

策．小児内科 57(7) ： 960-963，2025. 
25)  松本俊彦：市販薬オーバードーズについて．

プライマリケア 10(4) ： 58-60，2025. 
26)  松本俊彦：アルコール・薬物依存．今日の

診断指針 第 9 版，東京，pp1385-1387，
2025. 

27)  松本俊彦：人生を生き延びるために．生き

るためのブックガイド，岩波書店，東京，

pp2-8，2025. 
28)  松本俊彦：第 2 章各論 9 アディクション

と診断エラー．失敗から学ぶ 小児神経診

断エラー学，東京，pp110-116，2025. 
29)  松本俊彦：自助グループはハームリダクシ

ョンされた宗教!? 自閉症スペクトラム症

の私は、いかにこの世界を生きているか，

金剛出版，東京，PP139-153，2025. 
30)  松本俊彦：各論21 物質使用症又は嗜癖行

動症群 2 精神作用物質．日本精神神経学

会 精神科専門医テキスト，東京，pp550-
564，2025. 

 
2.  学会発表 
1)  松本俊彦：【教育講演 6】SNS時代の精神科

医の役割．第 43 回日本社会精神医学会，

東京，2025.3.14. 

2)  松本俊彦：【教育講演 5】オーバードーズの

現状と対応．第 128回日本小児科学会学術

集会，愛知，2025.4.18. 

3)  松本俊彦：【ワークショップ】自傷・オーバ

ードーズ、薬物依存の理解と対応．日本学

生相談学会第 43回大会，愛知，2025.5.10. 

4)  松本俊彦：【特別企画 2】刑務所出所者に対

してどう情報提供を行うか？～保護観察

から地域精神保健福祉への橋渡しの試み

から～．第 61 回日本肝臓学会，東京，

2025.6.6. 

5)  松本俊彦：【ワークショップ 6（広報委員会】

精神科医によるソーシャルメディア配信

のトリセツ－誤解を解き、正しい知識を届

けるために－．第 121回日本精神神経学会

学術総会，兵庫，2025.6.20. 

6)  松本俊彦：【シンポジウム 14】子どものア

ディクション～自傷とオーバードーズを

中心に～．第 47 回日本アルコール関連問

題学会 熊本大会，熊本，2025.9.5. 

7)  松本俊彦：【特別講演 2】若年女性の自殺予

防～市販薬のオーバードーズ．第 49 回日

本自殺予防学会総会，島根，2025.9.7. 

8)  松本俊彦：【特別講演】自分を傷つけずには

いられない！～自傷とオーバードーズの

理解と対応．第 43 回日本小児心身医学会

学術集会，東京，2025.9.19. 

9)  松本俊彦：【シンポジウム 1】社会に発信す

る精神科診断はどうあるべきか．第 44 回

日本精神科診断学会，大阪，2025.10.4. 

10)  松本俊彦：【教育講演 3】ハームリダクショ

ンの理解と臨床への応用～依存症グレー

ゾーンの支援実績にどう生かすか? 第 44

回日本精神科診断学会，大阪，2025.10.4. 

11)  松本俊彦：【スポンサードシンポジウム 1】

刑務所出所者に対してどう情報提供を行

うか？～保護観察から地域精神保健福祉

への橋渡しの試みから～．第 60 回日本ア

ルコール・アディクション医学会学術総会，

東京，2025.10.24. 

12)  宇佐美貴士，松本俊彦，嶋根卓也：【シンポ

ジウム 9】全国の依存症専門医療機関を受

診する患者における市販薬乱用の実態に

関する研究．第 60 回日本アルコール・ア

ディクション医学会学術総会，東京，

2025.10.24. 

13)  嶋根卓也，片山宗紀，榊原幹夫，松本俊彦：

【シンポジウム 9】市販薬の販売に従事す

る薬剤師向けゲートキーパー研修プログ

ラムの開発について．第 60 回日本アルコ

ール・アディクション医学会学術総会，東

京，2025.10.24. 

14)  松本俊彦：【特別講演 4】市販薬オーバード

ーズの実態と対策の課題～薬剤師にでき

ることは何か？～．第 58 回日本薬剤師会

学術大会，京都，2025.10.13. 
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15)  松本俊彦: 【教育講演 4】市販薬オーバー

ドーズの理解と援助. 第 46回日本臨床薬

理学会学術総会, 東京, 2025.12.5. 

16)  宇佐美貴士，松本俊彦，嶋根卓也：デキス

トロメトルファンにおける市販薬関連精

神障害の特徴：依存症専門医療機関に対す

る市販薬調査より．第 60 回日本アルコー

ル・アディクション医学会学術総会，東京，

2025.10.24. 

17)  高野歩，水野聡美，片山宗紀，堤史織，新

田慎一郎，大野昴紀，安間尚徳，塩澤拓亮，

嶋根卓也，松本俊彦：ハームリダクション

実践における重要な要素：フォーカスグル

ープインタビューと文献レビューによる

質的研究．第 60 回日本アルコール・アデ

ィクション医学会学術総会，東京，

2025.10.24. 

18)  高野歩，水野聡美，片山宗紀，堤史織，新

田慎一郎，大野昴紀，安間尚徳，塩澤拓亮，

嶋根卓也，松本俊彦：ハームリダクション

実践における重要な要素：デルファイ調査．

第 60 回日本アルコール・アディクション

医学会学術総会，東京，2025.10.24. 

19)  正高佑志，片山宗紀，太組一朗，松本俊彦：

大麻はゲートウェイドラッグなのか？：市

中大麻使用者を対象とした大規模オンラ

イン調査二次解析．第 60 回日本アルコー

ル・アディクション医学会学術総会，東京，

2025.10.24. 

20)  水野聡美，嶋根卓也，猪浦智史，喜多村真

紀，松本俊彦：日本の薬物依存症回復施設

利用者における5年間の死亡率と死亡原因

の分析：DARC追っかけ調査の結果から．第

60回日本アルコール・アディクション医学

会学術総会，東京，2025.10.24. 

21)  堤史織，高野歩，宇佐美貴士，熊倉陽介，

金澤由佳，武林亨，杉山大典，松本俊彦：

薬物関連の服役経験をもつ人々の出所後

における困りごとと主観的な生活評価の

関連：時期・性別による特徴．第 60回日本

アルコール・アディクション医学会学術総

会，東京，2025.10.24. 

22)  嶋根卓也，宇佐美貴士，松本俊彦：市販薬

の乱用にはブランド嗜好性がある：依存症

専門医療機関を受診する患者を対象とす

る全国調査より．第 60回日本アルコール・

アディクション医学会学術総会，東京，

2025.10.24. 

23)  嶋根卓也，片山宗紀，榊原幹夫，松本俊彦：

市販薬の販売時における乱用リスクの認

知について：薬剤師向けゲートキーパー研

修の効果に関する研究より．第 60 回日本

アルコール・アディクション医学会学術総

会，東京，2025.10.24. 

24)  宇佐美貴士，西村晃萌，沖田恭治，山本泰

輔，谷渕由布子，大宮宗一郎，松本俊彦：

違法薬物と医薬品関連精神障害の比較か

ら精神科医療施設における薬物関連精神

疾患の実態調査から．第 60 回日本アルコ

ール・アディクション医学会学術総会，東

京，2025.10.25. 

25)  宇佐美貴士，西村晃萌，沖田恭治，山本泰

輔，谷渕由布子，大宮宗一郎，松本俊彦：

「故意の自傷や自殺企図」と薬物関連精神

疾患に関連する要因の検討．第 60 回日本

アルコール・アディクション医学会学術総

会，東京，2025.10.25. 

26)  石井香織，沖田恭治，齋藤友美，吉澤一巳，

松本俊彦：処方薬および市販薬使用障害患

者における心理的特徴の比較検討．第60回

日本アルコール・アディクション医学会学

術総会，東京，2025.10.23-25. 

27)  大野昴紀，奥田華代，瀬々潤，松本俊彦，

高野歩：ウェアラブル活動量計を用いたハ

イリスク飲酒がある人の睡眠質推定アル

ゴリズムの開発．第 60回日本アルコール・

アディクション医学会学術総会，東京，

2025.10.23-25. 

 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
なし 
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p
N % N %

男性 290 78.8 177 33.8

女性 78 21.2 346 66.2

10代-20代 85 23.1 220 42.1

30代以上 283 76.9 303 57.9

現在のアルコールの問題あり 58 15.8 116 22.2 0.020

最近1年以内の「故意の自傷」や自殺企図の経験あり 44 12.0 278 53.2 ＜0.001

F1x.0　急性中毒 10 2.7 69 13.2 ＜0.001

F1x.1　有害な使用 56 15.2 174 33.3 ＜0.001

F1x.2　依存症候群 302 82.1 361 69.0 ＜0.001

F1x.3　離脱状態 18 4.9 20 3.8 0.501

F1x.4　せん妄を伴う離脱状態 11 3.0 13 2.5 0.678

F1x.5　精神病性障害 73 19.8 10 1.9 ＜0.001

F1x.6　健忘症候群 1 0.3 9 1.7 0.053

F1x.7　残遺性障害・遅発性精神病性障害 42 11.4 3 0.6 ＜0.001

F1x.8　他の精神および行動の障害 0 0.0 3 0.6 0.272

何らかの併存精神障害あり 198 53.8 441 84.3 ＜0.001

F0　症状性を含む器質性精神障害 3 0.8 10 1.9 0.258
F2　統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 38 10.3 40 7.6 0.186
F3　気分障害 72 19.6 163 31.2 ＜0.001
F4　神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 65 17.7 185 35.4 ＜0.001
F5　生理的障害及び身体的要因に関連した精神障害 5 1.4 26 5.0 0.005

F6　成人の人格及び行動の障害 28 7.6 74 14.1 0.003

F7　知的障害（精神遅滞） 20 5.4 36 6.9 0.404

F8　心理的発達の障害 13 3.5 75 14.3 ＜0.001

F9　小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害 50 13.6 51 9.8 0.086

外来依存症集団療法の参加経験あり 199 54.1 153 29.3 <0.001

薬物問題による精神科入院歴の経験あり 185 50.3 311 59.5 0.008

薬物依存症の自助グループ参加経験あり 147 39.9 114 21.8 <0.001

民間依存症回復施設の利用経験あり 89 24.2 48 9.2 <0.001

主乱用薬物

治療・回復の
ための資源利

用経験

表1　違法薬物群と医薬品群における２群比較（N=891）

＜0.001

＜0.001

併存精神疾患
の有無と内容
（ICD-10分
類の大カテゴ

リー）

違法薬物群

N=368 

医薬品群

N=523 

薬物使用に関
する診断
（ICD-10 分
類F1下位診
断）

性別

現在の年代
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lower upper lower upper lower upper
女性（比較対象　男性） 6.659 4.873 9.101 <0.001 3.780 2.691 5.310 <0.001 3.454 2.419 4.932 <0.001
30歳以上（比較対象　10-20歳代） 0.559 0.402 0.777 0.001 0.839 0.575 1.223 0.360 0.873 0.589 1.292 0.497
過去1年の自傷または自殺企図あり（比較対象　なし） - - - - 4.174 2.779 6.270 <0.001 3.995 2.619 6.093 <0.001
F1x.2依存症候群に該当（比較対象　該当なし） - - - - 0.687 0.467 1.012 0.057 0.822 0.548 1.231 0.341
他精神疾患の併存あり（比較対象　なし） - - - - 2.432 1.709 3.460 <0.001 2.252 1.564 3.242 <0.001
依存症集団療法参加あり（比較対象　なし） - - - - - - - - 0.509 0.348 0.746 0.001
精神科入院歴あり（比較対象　なし） - - - - - - - - 1.572 1.105 2.236 0.012
自助グループ参加経験あり（比較対象　なし） 0.657 0.413 1.046 0.076
民間リハビリ施設利用あり（比較対象　なし） - - - - - - - - 0.851 0.497 1.457 0.557

モデル3：モデル2 + 治療・回復特性（自助グループ、集団療法、入院、民間施設）

モデル１ モデル２ モデル３

OR
95% CI

p OR
95% CI

p OR
95% CI

p

表2:薬物使用群（違法薬物群＝0、医薬品群＝1）を従属変数とした階層的ロジスティ

モデル1：人口統計学的特性のみ（性別・年代）
モデル2：モデル1 + 精神医学的特性（自傷・自殺、依存症、併存精神疾患）

人数 百分率 人数 百分率 χ2値 p値
依存性薬物種類 覚醒剤 12 100.0% ― ―

大麻 0 0.0% ― ―
処方薬（睡眠薬・抗不安薬） ― ― 3 25.0%
市販薬 ― ― 9 75.0%

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t値 p値
39.42 7.95 34.00 15.68 1.07 0.301
人数 百分率 人数 百分率 χ2値 p値

性別 男性 7 58.3% 4 33.3%
女性 5 41.7% 8 66.7%

最終学歴 中学卒業 3 25.0% 2 16.7%
高校卒業 5 41.7% 2 16.7%
短大・専門学校卒 1 8.3% 2 16.7%
大学卒業・大学院修了 3 25.0% 6 50.0%

就労状況 常勤 3 25.0% 4 33.3%
非常勤 1 8.3% 1 8.3%
学生 0 0.0% 1 8.3%
主夫／主婦 1 1.0% 8 8.3%
無職 5 41.7% 3 25.0%
その他 2 16.7% 2 16.7%

婚姻状況 既婚 2 16.7% 2 16.7%
未婚 7 58.3% 8 66.7%
離婚 2 16.7% 2 16.7%
その他 1 8.3% 0 0.0%

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t値 p値
24.25 9.34 27.50 10.49 0.801 0.432
人数 百分率 人数 百分率 χ2値 p値

5 41.7% 8 66.7% 1.510 0.219
25.58 2.64 28.08 3.92 1.832 0.082
58.83 12.40 49.42 8.63 2.159 0.082

表3: 違法薬物群と医薬品群における属性の比較
違法薬物群 医薬品群

N=12 N=12

― ―

年齢（歳）

1.510 0.219

2.819 0.420

1.643 0.896

1.067 0.785

乱用開始年齢（歳）

併存精神疾患
DAST-20得点
GAF得点
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人数 百分率 人数 百分率 χ2値 p値
精神保健福祉センターの利用 3 25.0% 4 33.3% 0.202 0.653
民間回復支援施設の利用 6 50.0% 0 0.0% 8.000 0.005
自助グループの利用 4 33.3% 3 25.0% 0.202 0.653
過去4週間以内の薬物使用 7 58.3% 8 66.7% 0.178 0.673
過去4週間の安全ではない薬物使用 8 66.7% 7 58.3% 0.178 0.673

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t値 p値
過去4週間の使用日数（日） 6.86 9.55 27.50 10.74 1.220 0.244
GHQ-30得点 18.83 5.04 21.08 4.27 1.179 0.251

人数 百分率 人数 百分率 χ2値 p値
精神保健福祉センターの利用 3 33.3% 2 20.0% 0.434 0.510
民間回復支援施設の利用 2 22.2% 0 0.0% 2.484 0.115
自助グループの利用 5 55.6% 4 40.0% 0.460 0.498
過去4週間以内の薬物使用 3 33.3% 4 40.0% 0.900 0.764
過去4週間の安全ではない薬物使用 2 22.2% 3 30.0% 0.148 0.701
過去4週間の継続受診 2 22.2% 1 10.0% 0.532 0.466
過去4週間の依存症集団療法参加 2 22.2% 2 20.0% 0.014 0.906

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t値 p値
過去4週間の使用日数（日） 1.67 1.16 14.75 8.96 2.455 0.058
GHQ-30得点 11.44 7.50 16.70 8.13 1.466 0.161

人数 百分率 人数 百分率 χ2値 p値
精神保健福祉センターの利用 2 28.6% 2 22.2% 0.085 0.771
民間回復支援施設の利用 4 57.1% 5 55.6% 0.004 0.949
自助グループの利用経験 4 57.1% 0 0.0% 6.857 0.009
過去4週間以内の薬物使用 3 42.9% 4 44.4% 0.004 0.949
過去4週間の安全ではない薬物使用 2 28.6% 4 44.4% 0.423 0.515
過去4週間の継続受診 3 42.9% 1 11.1% 2.116 0.146
過去4週間の依存症集団療法参加 3 42.9% 3 33.3% 0.152 0.696

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t値 p値
過去4週間の使用日数（日） 5.67 7.23 10.00 6.38 0.825 0.438
GHQ-30得点 14.86 9.79 14.33 9.19 0.109 0.915

人数 百分率 人数 百分率 χ2値 p値
精神保健福祉センターの利用 3 42.9% 3 37.5% 0.045 0.833
民間回復支援施設の利用 3 42.9% 2 25.0% 0.536 0.464
自助グループの利用経験 4 57.1% 4 50.0% 0.077 0.782
過去4週間以内の薬物使用 3 42.9% 4 50.0% 0.077 0.782
過去4週間の安全ではない薬物使用 2 28.6% 5 62.5% 1.727 0.189
過去4週間の継続受診 3 42.9% 0 0.0% 4.286 0.038
過去4週間の依存症集団療法参加 5 71.4% 2 25.0% 3.233 0.072

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 t値 p値
過去4週間の使用日数（日） 9.00 9.54 11.25 7.97 0.331 0.758
GHQ-30得点 6.86 7.15 10.75 6.65 1.087 0.298

N=9 N=94週後

違法薬物群

登録時

表4: 違法薬物群と医薬品群における各観察地点での横断的比較
医薬品群

N=12 N=12

N=7 N=8

N=7 N=8

12週後

24週後
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平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
精神保健福祉センターの利用 0.25 0.45 0.33 0.50 0.29 0.49 0.43 0.54
民間回復支援施設の利用 0.50 0.55 0.22 0.44 0.57 0.54 0.43 0.54
自助グループへの参加 0.33 0.49 0.56 0.53 0.57 0.54 0.57 0.54

1.58 0.52 0.33 0.50 0.42 0.54 0.43 0.54

過去4週間の薬物使用日数 6.86 9.55 1.67 1.16 5.67 7.23 9.00 9.54
1.67 0.49 0.22 0.44 0.29 0.49 0.29 0.49

過去4週間の受診継続 ― ― 0.22 0.44 0.43 0.54 0.43 0.54
過去4週間の依存症集団療法参加 ― ― 0.22 0.44 0.43 0.54 0.71 0.49
GAF 58.83 12.40 ― ― ― ― 60.83 14.63

18.83 5.04 11.44 7.50 14.86 9.788 6.86 7.15

表5. 違法薬物群に関する追跡変数の縦断的変化（Wilcoxon の符号付き順位検定）
登録時 4週間後 12週間後 24週間後
N=12 N=9 N=7 N=7

過去4週間の薬物使用 登録時～4週後 p=0.008
登録時～24週後 p=0.038

GHQ30
登録時～24週後 p=0.028

過去4週間の安全ではない薬物使用 登録時～4週後 p=0.006
登録時～24週後 p=0.014

平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
精神保健福祉センターの利用 0.36 0.51 0.22 0.44 0.22 0.44 0.38 0.52

0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.53 0.25 0.46

0.27 0.47 0.44 0.53 0.00 0.00 0.50 0.54

1.64 0.51 0.44 0.53 0.44 0.53 0.50 0.54

14.57 10.88 14.75 10.00 10.00 6.38 11.25 7.97

1.55 0.52 0.33 0.50 0.44 0.53 0.63 0.52

過去4週間の受診継続 ― ― 0.00 0.00 0.11 0.33 0.00 0.00
過去4週間の依存症集団療法参加 ― ― 0.11 0.33 0.33 0.50 0.25 0.46
GAF 50.57 9.78 ― ― ― ― 56.86 21.51

20.82 4.38 15.78 8.04 14.33 9.192 10.75 6.65

過去4週間の安全ではない薬物使用 登録時～4週後 p=0.008
登録時～24週後 p=0.020

過去4週間の薬物使用
登録時～4週後 p=0.004

GHQ30
登録時～24週後 p=0.035

登録時～24週後 p=0.007
過去4週間の薬物使用日数

民間回復支援施設の利用
4週後～12週後 p=0.046

自助グループへの参加
4週後～12週後 p=0.046

表6. 医薬品群に関する追跡変数の縦断的変化（Wilcoxon の符号付き順位検定）
Base 4週間後 12週間後 24週間後
N=12 N=9 N=8 N=8
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令和 7年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策研究事業）「処方薬や市販薬の乱用又は

依存症に対する新たな治療方法及び支援方法・支援体制構築のための研究」 

（研究代表者 松本俊彦） 

分担研究報告書 
 

処方薬・市販薬依存症患者の入院治療プログラムの開発に関する研究 

 
研究分担者 沖田 恭治 

国立精神・神経医療研究センター 病院 精神診療部 第一精神科医長 

 
【研究要旨】 

研究目的：処方薬および市販薬使用障害患者を対象とした後方視的診療録調査の結果をもとに

作成した入院集団精神療法のプログラム（以下、『処方薬・市販薬 FARPP』）を開発し、その効果

を検証する。 

研究方法：2024 年 11 月から 2025 年 12 月までに国立精神・神経医療研究センター病院の精神

科病棟に入院し処方薬・市販薬 FARPP に参加した患者を対象に、患者背景や物質使用に関する

ことを調査した。また、処方薬・市販薬 FARPP 実施前後で薬物依存症に関する心理尺度を用い

た評価を実施し、プログラムの有効性について評価した。 

研究結果および考察：28 名から参加同意を取得し、うち 19 名が処方薬・市販薬 FARPP の全セ

ッションを終了した。参加後は薬物依存に対する自己効力感の向上、不安や抑うつの軽減、自

殺念慮やその背景にある損なわれた所属感や他者に対する負担感の改善傾向が確認された。 

結論：処方薬・市販薬 FARPP が、不安・抑うつ・孤独感・希死念慮などの、処方薬・市販薬使

用障害患者に親和性の高い心理的問題の改善に寄与することを示す結果となった。外来加療が

困難な治療抵抗性の患者に対しても、有効な治療選択肢となる可能性がある。 

 

 

研究協力者 

松本俊彦 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 

石井香織 国立精神・神経医療研究センター 病院 薬剤部 

齊藤友美 国立精神・神経医療研究センター 病院 精神診療部 
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Ａ. 研究の背景と目的 

国立精神・神経医療研究センター精神保健研

究所薬物依存研究部が隔年で実施している「薬

物使用に関する全国住民調査（2023年）」(嶋根

卓也 et al. 2024)によれば、解熱鎮痛薬や精

神安定薬を使用する人たちは習慣的使用・過去

30日間の使用ともに増加傾向にあり、違法薬物

の生涯経験率は減少傾向にある。さらに、同部

によって隔年実施されている「全国の精神科医

療施設を対象とした実態調査」(松本俊彦 et al. 

2025)によると、2024 年のある時期に最近 1 年

以内の物質使用の問題を抱えて受診した国際疾

病分類第 10版（ICD-10）の F1圏の診断基準を

満たす患者の主たる対象物質の割合は、覚醒剤

が 28.0%に対し、市販薬が 25.6%、医療機関で処

方される睡眠薬・抗不安薬（以下、処方薬）が

22.6%と、合わせるとほぼ半分を占める結果とな

った。特に 2016年以降の処方薬および市販薬の

割合の急激な増加は、薬物依存症の対象が覚醒

剤をはじめとする違法薬物など、乱用のために

合成されていた物質だった時代が過ぎ去り、疾

病治療のために流通している医薬品が対象物質

である時代に突入し、遥かに身近な疾患へと劇

的な変貌を遂げてしまったことを示している。 

また、処方薬・市販薬を使用の対象物質とす

る患者群と、違法薬物を対象物質とする患者群

とでは、属性の違いや自身の病態への理解にも

差があるだけでなく、非犯罪化し若者の病気へ

と変容していることも、違法薬物を念頭に置い

たこれまでの治療戦略が処方薬・市販薬使用障

害患者にとって受け入れにくいことが示唆され

ており、精神科病棟での入院加療を要すること

も多い。本分担班では処方薬・市販薬依存症患

者を対象とした入院治療プログラムの開発と、

そのプログラムの効果検証を目的として研究を

実施した。 

 
 

Ｂ. 研究方法 

研究の実施においては、厚生労働省の最新の

「臨床研究に関する倫理指針」に準拠し、実施

している。 
 

a) プログラム開発 

「国立精神・神経医療研究センター病院を受診

した当該疾患の患者全例を対象とした後方視的

カルテ調査」を立ち上げ、国立精神・神経医療

研究センターの臨床研究審査委員会の承認を得

て（承認番号：A2022-091）を実施し、処方薬・

市販薬使用障害患者のうち入院を要する患者群

の特徴を調査した。 

2016年1月1日から2022年12月31日まで

に当院の依存症専門外来を初回受診した処方薬

および市販薬使用障害患者を対象に後方視的に

診療録調査を行い、以下の情報を収集した。 
• 主たる乱用薬物 
• 乱用年数 
• 各種薬物の生涯経験 
• 性別 
• 年齢 
• 学歴 
• 職業の有無 
• 逮捕補導歴の有無 
• 虐待・いじめ経験の有無とその内容 
• 自傷行為・自殺企図歴の有無とその内容 
• 精神科受診歴 
• 精神科入院歴 
• 身体疾患既往歴 
• 精神作用物質使用による精神及び行動の障

害以外の併存精神障害 
 

「C. 研究結果」に結果の詳細を示すが、後方

視的調査で得られた知見を参考にして、入院集

団精神療法のプログラム（以下、『処方薬・市販

薬 FARPP』）を開発した。テキスト作成にあたっ

ては、患者属性の違いも考慮したが、元々、違

法薬物やアルコール使用障害を対象として開発

された従来の FARPPは、医師・看護師・作業療

法士・精神保健福祉士・薬剤師など複数の職種

が関与して運営されている。従来 FARPPと同様

に、本テキストも計 4回のセッション構成とし、
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ファシリテーターをはじめ運営する医療従事者

が処方薬・市販薬 FARPPを実施する際に抵抗な

く使用できるよう配慮した。 

 

 

コンテンツについては以下のポイントを重視

して処方薬・市販薬 FARPP用テキストを作成し

た。 

① 処方薬・市販薬使用障害患者は高校卒業以

上の学歴を有するケースが多く、また入院を要

する患者は依存症を対象とした集団療法への参

加経験率が高かった。このため、従来のテキス

トよりも情報量を増やし、ルビ（読みがな）は

付与しないこととした。また、処方薬・市販薬

の薬理学的特徴や効果・副作用についても詳細

に触れ、患者が使用している処方薬・市販薬へ

の理解を深められるような内容とした。 

② 入院を要する患者は、外来で治療が完結す

る患者群と比較して、過量服薬による救急搬送

歴、自傷行為・自殺企図の経験、精神疾患の家

族負因、F3 や F4 などの併存精神疾患の診断、

無職であること、依存症を対象とした集団療法

（自助グループ含む）の参加歴があることが示

唆された。このことから、物質使用の背景にあ

る不安や抑うつ気分、生きづらさといった感情

面にもフォーカスをあて意図的に共感的記述を

増やした。 

 
b) プログラム評価 

「処方薬・市販薬使用障害の入院治療プログラ

ムの評価研究」を立ち上げ、評価研究を実施し

た。実施においては、厚生労働省の最新の「臨

床研究に関する倫理指針」に準拠し、かつ、国

立精神・神経医療研究センターの臨床研究審査

委員会の承認を得て実施している（承認番号：

A2024-090）。 

処方薬・市販薬 FARPP 参加した患者のうち同

意の得られた患者を対象とし、以下の項目につ

いて調査した。 

• 主たる乱用薬物 

• 使用年数 

• 薬物問題の重症度を評価する Drug Abuse 

Screening Test（DAST-20） 

• 性別 

• 年齢 

• 学歴 

• 職業の有無 

• 虐待・いじめ経験の有無 

• 精神疾患の家族負因の有無 

• 自傷行為・自殺企図歴の有無 

• 精神作用物質使用による精神及び行動の障

害以外の併存精神障害の有無 

• 精神科入院歴 

• 学校教育内での薬物乱用防止教育歴の有無 

• 自助グループ・治療プログラム参加経験 

 

効果検証はシングルアームの介入研究デザイン

で行った。介入前後に以下の心理評価を行い、

対応のある t 検定を用いて変化を検討した。 

 

① 薬物依存に対する自己効力感  

② 日本語版 SOCRATES (Stages of Change 

Readiness and Treatment Eagerness) 

③ 対人関係欲求尺度（INQ） 

④ UCLA孤独感尺度 

⑤ 自殺潜在能力尺度 ACSS 

⑥ ベック不安評価尺度（BAI） 

⑦ ベック抑うつ評価尺度（BDI） 

⑧ 短縮版自殺念慮尺度 

 

 
 

Ｃ. 研究結果 

 

a) プログラム開発： 
「国立精神・神経医療研究センター病院を

受診した当該疾患の患者全例を対象とした

後方視的カルテ調査」 

対象者 
本研究の対象となった症例は男性103名、女

性121名の合計224名だった。主たる対象物質

による内訳は、処方薬126名（56.3％）、市販薬

98名（43.8％）と市販薬が多かった。初診時に
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処方薬と市販薬の両方を使用していたのは、38
名（17.0％）だった。症例の平均年齢は 33.5
（SD=12.68）歳で、男性36.3（SD=12.68）歳、

女性31.1（SD=13.1）歳と男性の方が有意に高

かった（t-test, p=0.002）。高校卒業未満の被験

者は 43 名（うち高校在学中は 15 名）、高校卒

業は89名で大学在学中は16名、大学卒業以上

が 77 名だった。職業を有するものは 71 名

（31.7％）、無職は113名（50.4％）、学生は40
名（17.9％）だった。また、違法薬物の使用歴

を有するものは49名（21.9％）であり、逮捕・

補導歴を有するものは33名（14.7％）だった。 
 

入院歴の有無による処方薬および市販薬乱用

患者の比較 
主にχ2 検定を用いて精神科病院入院歴の有

無による比較を行った。 
 

有意差がなかった項目 
• 男女比：p=0.14 
• 主たる物質（処方薬または市販薬）：

p=0.37 
• 慢性の身体疾患既往歴：p=0.42 
• 違法薬物の使用の有無：p=0.66 
• 逮捕・補導歴：p=0.55 
• 併存精神疾患の診断：p=0.24 
• 学歴：p=0.16 
• 虐待・いじめ経験：p=0.06 

 
有意差を認めた項目 

• 過量服薬による救急搬送の有無：

p<0.001 
• 自傷行為・自殺企図：p=0.002 
• 精神疾患の家族負因：p<0.001 
• 併存精神疾患の有無：p<0.001 
• 職業の有無：p=0.004 
• 集団療法（自助グループ含む）参加歴：      

p<0.001 
 
 

b) プログラム評価： 
「処方薬・市販薬使用障害の入院治療プロ

グラムの評価研究」 

対象者 
2024年 11月より 2025年 12月までに処方薬・

市販薬使用障害の診断で入院加療された患者を

対象にリクルートを行い、本研究参加について

28名から同意が得られた。そのうち、全 4回の

セッションを完了した患者は 19名であった。 

同意が得られた参加者の主な使用対象物質は市

販薬18名、処方薬が10名でそのうちいずれも

使用すると答えたのは6名だった。平均年齢は

26.2（SD=7.68）歳で、男性 9名女性 19名だっ

た。プログラム実施時の平均DASTスコアは11.6

（SD=3.11）であり薬物問題の重症度は中等度〜

最重症と言えた。 

26 名に物質関連以外の精神疾患の診断が下さ

れており、精神疾患の家族歴があるものは 16名

だった。また、自殺企図歴があるものは 26名で、

縊首や身投げなど致死性の高い方法も目立った。 

有職者は 10 名でうちフルタイムで働いている

のは 4名だった。中学在学中が 1名、高校在学

中が 3名、高卒以上が 22名（うち大卒以上は 8

名）で中卒以下は 2名だった。逮捕補導歴があ

るものは 4名、矯正施設入所歴があるものはい

なかった。 

教育機関在籍中に物質使用（薬物依存症）につ

いての教育を受けたことがあると回答したもの

は 26名で、SNSなどを用いて物質使用に関する

情報発信をしていると回答したものは 8名だっ

た。 

家族以外でプライベートな相談ができる人数に

ついての返答は、0人が 7名、1~2人が 11 名、

3~4人が 7名、5人以上は 3名だった。いじめ

を受けた経験があるものは 17名だった。 
 

心理評価 
対応のある t検定で評価した結果、薬物依存に

対する自己効力感（p = 0.02, 下位項目の全般

的な自己効力感は p = 0.001）、対人関係欲求尺

度（p = 0.03）、ベック抑うつ評価（p = 0.002）、

ベック不安評価（p = 0.006）、および短縮版自
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殺念慮尺度（p = 0.004）、において有意な変化

が認められ、いずれの変化も治療効果があるこ

とを示唆していた。 

 

各項目の変化について図示する。 
 
① 薬物依存に対する自己効力感  

 

② 日本語版 SOCRATES (Stages of Change 

Readiness and Treatment Eagerness) 

 

③ 対人関係欲求尺度（INQ） 

 

④ UCLA孤独感尺度 

 

⑤ 自殺潜在能力尺度 ACSS 

 

⑥ ベック抑うつ評価尺度（BDI） 

⑦ ベック不安評価尺度（BAI） 

 
⑧ 短縮版自殺念慮尺度 

 

 

 

Ｄ. 考察 

 
後方視的カルテ調査の結果を踏まえ、処方薬・

市販薬使用障害患者の入院治療プログラムであ

る「処方薬・市販薬 FARPP」のテキストを作成

し、プログラムを実施した。  

作成したテキストについては、参加者から「過

去のプログラムよりも話しやすいと感じた」「共

感ができる話（を他患から聞けること）が多か

った」「こういった話を家族以外にしたことがな

かった」「外来でも同じようなプログラムをやっ

てほしい」との意見が聞かれ、処方薬・市販薬

使用障害の患者に対して少なくとも一定の親和

性をもつプログラム内容になったと考えられる。
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一方、「中学生にはハードルが高い」という声も

あり、本研究にも参加があった中学生を含む思

春期症例に対しては工夫を要することが示唆さ

れた。 

処方薬・市販薬 FARPPに参加した患者の背景

は、若年であり高卒以上の学歴を有するものが

多かった。これは、全国病院調査や本分担研究

内で実施した後方視カルテ調査と同様の結果で

あり、同様の患者背景であったことがわかる。

併存する精神疾患の診断がされている者がほと

んどであり、物質使用に関すること以外にも精

神的問題を多く抱えていることが示唆される。

若くても依存症の重症度としては高い患者であ

ることから、処方薬・市販薬を使用してから比

較的短期間で物質使用障害に至っていることも

考えられる。 

薬物依存に対する自己効力感スケールは、得

点が高いほど薬物への欲求が生じた時の対処に

自信または自己効力感を持っていることを意味

し、上昇傾向であったことから処方薬・市販薬

FARPP により薬物欲求への自己効力感が高まっ

た可能性が示唆された。 

また、BDI や BAI の平均値も有意な低下が見

られ、不安や抑うつ症状の軽減が確認された。

自殺念慮や孤独感も改善傾向が見られ、負担感

の知覚と所属感を測定する INQの値も改善傾向

であった。 

処方薬・市販薬 FARPPに参加し、医療従事者

とともに処方薬・市販薬について学び、自身の

感情や行動を認知し、同じ問題を持つ当事者と

経験を共有したり共感したりすることで、孤独

感が薄れ所属感が高くなることが考えられる。

また、それに付随し、物質使用の背景にある不

安や抑うつ症状の改善、自殺念慮の改善、最終

的には物質に対する自己効力感が増加する可能

性がある。 

 

 
Ｅ. 結論 

入院を要する処方薬・市販薬使用障害患者の

特徴を後方視的カルテ調査で評価し、そこで得

られた知見を用いて作成した処方薬・市販薬 

FARPP が、物質使用の制御に対する自己効力感

を増加させるとともに、希死念慮や抑うつや不

安といった心理症状の軽減にも有効であり、外

来加療が困難な治療抵抗性の患者に対する有効

な選択肢となる可能性が示された。 

 
 

Ｆ．健康危険情報 

 
なし 
 
 

Ｇ．研究発表 
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と物質使用症 こころの科学.2025年 9

月;(243)   

4)  沖田 恭治.第 2特集 市販薬のオーバー
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令和 7年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）「処方薬や市販薬の乱用

又は依存症に対する新たな治療方法及び支援方法・支援体制構築のための研究」 

（研究代表者 松本俊彦） 

分担研究報告書 

 
救急医療施設を受診したデキストロメトルファンおよびジフェンヒドラミン中毒の

臨床的・心理学的特徴に関する調査 

 
研究分担者 上條 吉人 

埼玉医科大学医学部臨床中毒学 特任教授 

 

研究要旨： 
【目的】本研究は、日本臨床･分析中毒学会(J’s-CAT)主導のもと、救急医療施設に搬送された

デキストロメトルファンおよびジフェンヒドラミン中毒患者の臨床的・心理社会的特徴を明ら

かにすることを目的とした。本研究からデキストロメトルファンおよびジフェンヒドラミンを

含有する製品の危険性が明らかになれば、厚生労働省などを通じての注意喚起や、乱用・自殺

企図・自傷行為の予防に向けた提言を行う。 
【方法】デキストロメトルファンもしくはジフェンヒドラミンを含有する製品を摂取して急性

中毒症状により救急医療機関を受診した患者を対象とした。研究参加の同意が得られた患者に

ついて、デキストロメトルファンおよびジフェンヒドラミンとその代謝産物などの血中濃度を

測定し、質問紙（①DAST-20 日本語版、②デキストロメトルファン・ジフェンヒドラミン中毒

患者調査質問票）および患者診療録を使用して、患者の臨床的・心理的特徴について検討し

た。 
【結果および考察】2023 年 7 月 10 日より、多機関共同によるデキストロメトルファンおよび

ジフェンヒドラミンとその代謝産物などの血中濃度測定および患者診療録を用いた前方視的症

例集積研究を開始した。先行して 2 施設で研究を開始したのち、新たに 5 施設を加え、2023 年

11 月 6 日に 7 施設での症例登録を開始し、2025 年 12 月 31 日までに、計 120 例が登録され

た。男性 17 名（14.2％）、女性 101（84.2％）、その他 2 名（1.7％）で、平均年齢は、23.0 歳

（中央値 20.0 歳）と若年の女性が多い傾向が示された。年代別にみると、10 代（43.3％）と

20 代（39.2％）が患者全体の 80％以上を占めていた。98 件（81.7％）に同居人が認められ、

77 人（64.7％）が社会活動に従事していた。急性中毒による過去の搬送歴がなかったのは 60
件（51.3％）であった（無回答 3 件）。 精神疾患の既往は 89 件（74.2％）認められた。過量服

薬により救急医療施設に搬送された初日の入院病床の種類（無回答 1 件）は、ICU（集中治療

室）40 件（33.6％）、HCU（高度治療室）33 件（27.7％）で、モニタリングや監視体制などを

含めた医療資源の利用が要求された。救急医療施設での入院日数は平均 3.7 日（中央値 2.0
日）で、転帰（無回答 9 件）は、自宅退院 94 件（84.7％）、転科・転院 12 件（10.8％）、その

他 5 件（4.5％）であった。デキストロメトルファンおよびジフェンヒドラミン含有製品の入手

方法（無回答 1 件）は、実店舗での購入が 91 件（76.5％）と最も多く、次いでインターネット 
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研究協力者 

喜屋武 玲子 埼玉医科大学臨床中毒学 
高井 美智子 埼玉医科大学臨床中毒学 
小原 佐衣子 災害医療センター 

救命救急センター 
福島 英賢  奈良県立医科大学 

救急医学教室 
水野 雄太  前橋赤十字病院 

集中治療科・救急科 
落合 秀信  宮崎大学医学部附属病院

病態解析医学講座救急・災害医学分野 
大谷 典生  聖路加国際病院救急科・ 

救命救急センター 
田口 大   勤医協中央病院救急科 
香月 洋紀  飯塚病院救急科 
 

A. 研究の背景と目的 
デキストロメトルファンは、オピオイ

ド受容体であるδ受容体に作用し鎮咳作

用をもたらすことから、感冒薬のほか、

主に鎮咳去痰薬などに含まれる。米国で

は、陶酔感や幻覚作用を求めて、若者に

よる「レクリエーションドラッグ」とし

て、乱用目的での使用が問題となってい

る、依存性のある物質である。 

ジフェンヒドラミンはヒスタミン H1

受容体遮断薬であり、H1受容体を介する

ヒスタミンによるアレルギー性反応を抑

制することで、鼻炎による鼻詰まりの軽

減や、掻痒感などのアレルギー症状の軽

減を目的に、抗アレルギー薬として市販

されているだけでなく、中枢性の興奮鎮

静作用を利用した睡眠改善薬や中枢性の

嘔吐抑制作用を利用した鎮暈薬などにも

使用されている。一方 SNSで「幻覚が見

られる」「死ねる薬」などとの情報が広

がり、過量服用・乱用が問題となってい

る。 

本邦では、2014年に薬機法の改定によ

り、多くの一般用医薬品（以下 OTC薬）

はドラッグストアやインターネットで容

易に購入可能となった。近年、OTC 薬の

乱用、依存は社会問題となっており、急

性中毒による救急医療現場への搬送数も

増加している。デキストロメトルファン

はこれまで処方薬として知られてきた

が、2021年 8月より、デキストロメトル

での購入 16 件（13.4％）が多かった。デキストロメトルファンおよびジフェンヒドラミン含

有薬の服用目的に関して延べ 108 件の回答があり、「自傷自殺」が 77 件（64.2％）と最も多

く、次いで「現実逃避」40 件（33.3％）、「やめられない」が 13 件（10.8％）、「元気を出す

ため」が 9 件（7.5％）、「娯楽・快楽」と「リラックス」がそれぞれ 8 件（6.7％）、「特にな

し」5 件（4.2％）、「睡眠」4 件（3.3％）、「本来の効能を求めて」1 件（0.8％）、「その他の目

的」28 件（23.3％）であった。市販薬の乱用・依存の重症度を測る DAST-20 の結果は 110
例で回収され、平均値 7.3（中央値 7.0）で、軽度（1～5 点）が 40 件（36.4％）で、中度（6
～10 点）が 51 件（46.4％）、相当程度（11-15 点）が 18 件（16.4％）、重症（16 点以上）が

1 件（0.9％）認められた。デキストロメトルファンの血中濃度は平均値 0.31mg/L（中央値

0.20mg/L）、ジフェンヒドラミンの血中濃度は平均値 1.08mg/L（中央値 0.72mg/L）であっ

た。今後、詳細な解析を行い、学会や医学雑誌等で報告していく予定である。 
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ファンが主成分であるメジコン®が第 2類

医薬品として購入可能となった。本邦で

も、若者を中心とした乱用が流行し始め

た。また、2022年 6月には咳止めの過量

内服による死亡事故が報告され、デキス

トロメトルファンによる呼吸停止が死因

であった可能性が示唆されている。デキ

ストロメトルファンによる中毒症状は、

軽症であると多幸感や陶酔感を感じる程

度であるが、重症化するとけいれん、呼

吸停止に至ることもある。また、代謝活

性が欠損または著しく低下している poor 

metabolizerが存在することが知られて

おり、中毒症状が遷延、重篤化しうる。 

ジフェンヒドラミン含有の市販薬を大

量に服用する「ベナドリル®チャレンジ」

や快楽、自殺・自傷目的の乱用は各国で

ニュースになるほど問題となっており、

本邦でも死亡例が報告されている。 

本邦では、現時点で、デキストロメト

ルファンおよびジフェンヒドラミン中毒

患者に対する大規模な調査は行われてお

らず、血中濃度、摂取量、臨床的な特

徴、心理学的な特徴などは知られていな

い。 

本研究は、日本臨床・分析中毒学会

(J’s-CAT)主導のもと、救急医療施設に

搬送されたデキストロメトルファンおよ

びジフェンヒドラミン中毒患者の臨床

的・心理社会的特徴を明らかにすること

を目的に、質問紙調査に加えて、デキス

トロメトルファンおよびジフェンヒドラ

ミンとそれぞれの代謝産物などの血中濃

度を解析する。本研究からデキストロメ

トルファンおよびジフェンヒドラミンを

含有する製品の危険性が明らかになれ

ば、厚生労働省などを通じての注意喚起

や、乱用・自殺企図・自傷行為の予防に

向けた提言を行っていく。 

 
B. 研究方法 
1．研究デザイン 

本研究は、多機関共同、前方視的、デ

キストロメトルファンおよびジフェンヒ

ドラミンとその代謝産物などの血中濃度

測定および患者診療録を用いた症例集積

研究である。 

2．対象者  

選択基準：2023年 9月～2025 年 12月

31日までの間にデキストロメトルファン

もしくはジフェンヒドラミンを含有する

製品を摂取して急性中毒症状により救急

施設を受診し、本研究に同意を得た患者 

除外基準：なし 

研究全体の目標症例数：100 例 

3．共同研究機関 

7施設（災害医療センター、奈良県立

医科大学、前橋赤十字病院、宮崎大学医

学部附属病院、聖路加国際病院、勤医協

中央病院、飯塚病院） 

4．質問紙・評価項目 

・DAST-20日本語版（嶋根卓也ほか，

2015）：薬物乱用・依存の重症度を測定

する自己記入式尺度。 

・デキストロメトルファン・ジフェン

ヒドラミン中毒患者調査質問票：年

齢、性別、職業、使用されたデキスト

ロメトルファンもしくはジフェンヒド

ラミンを含有する製品の商品名および

服用量、推定総摂取量、併用薬剤、既

往歴（精神疾患の有無を含む）、服薬し

た回数（初回なのか複数回なのか）、服
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薬に至った理由（摂取の目的）、服薬薬

物の入手経路と薬物についての情報の

入手経路、摂取から医療機関を受診す

るまでの時間、併用薬剤の有無とあれ

ばその種類 

・初診時の所見：意識レベルおよびバ

イタルサイン、血液生化学所見、デキ

ストロメトルファン・ジフェンヒドラ

ミン以外の薬物分析による血中濃度測

定の有無とその数値、心電図所見 

・全経過の臨床症状：経過中に出現し

た合併症又は臓器障害 

・治療経過：処置、治療の有無（消化

管除染、薬剤投与、人工呼吸器、経皮

的心肺補助の有無など）、入院期間、

ICU 入室期間 

・予後・転帰 

・デキストロメトルファンおよびジフ

ェンヒドラミンとその代謝産物などの

血中濃度 

5．手続き 

①基盤機関である埼玉医科大学病院臨

床中毒科は共同研究機関の（機関長

宛）研究責任者に研究協力依頼をする

とともに、基盤機関における倫理審査

結果を連絡する。 

②共同研究機関は、機関長による実施

許可を得た後に研究を開始する。 

③共同研究機関にデキストロメトルフ

ァンもしくはジフェンヒドラミン中毒

の患者が搬送された際は、共同研究機

関の研究責任者もしくは研究担当者

は、被験者から文書にて研究参加に対

する同意を確認した後、「中毒患者来

院」の旨をメールにて基盤機関に連絡

し、基盤機関はその症例に IDを付与

する。  

④共同研究機関は通常の外注の方法で

初診時の採血の残り血清、および血液

浄化法を施行した際は、その前後の採

血の残り血清があればその血清を基盤

機関に送付する。  

⑤基盤機関は調査用紙を共同研究機関

に送付する、または調査用紙のファイ

ルをメールで添付して送付し、記入を

依頼する。 

⑥基盤機関はデキストロメトルファン

およびジフェンヒドラミンとそれぞれ

の代謝産物などの血中濃度を機器分析

にて測定し、その結果を共同研究施設

にフィードバックする。 

⑦共同研究機関は患者が退院してから

一か月以内に調査用紙を埼玉医科大学

病院臨床中毒科に送付する。  

⑧埼玉医科大学病院臨床中毒科におい

て、調査票から得られた情報をデータ

ベース化し、結果の解析を行なった。 

6．倫理的配慮 

 本研究は、基盤機関ならびに共同研究

機関の倫理委員会・IRBからの承認を得

て実施した。研究対象者に対して、研究

の内容や倫理的配慮等について研究内容

説明書に沿って口頭および書面で説明を

行い、文書による同意を取得した。な

お、対象者が 20歳未満の場合は、本人

だけでなく代諾者にもこの研究内容につ

いて説明書を用いて十分に説明し、文書

にて同意を得た。 

C. 研究結果 

1．研究の進捗状況 
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本分担研究における今年度の活動は、

2025 年 12月 31日をもって症例登録期間

が終了した。今後、登録された計 120 例

の症例のデータ解析および論文化を行っ

ていく予定である。 

2．対象者の属性 

2025 年 12月 31日までに計 120例のエ

ントリーがあった。 

性別は、男性 17名（14.2％）、女性

101 名（84.2％）、その他 2名（1.7％）

で、平均年齢は、23.0歳（中央値 20.0

歳）と若年の女性が多い傾向が示され

た。年代別にみると、10代（43.3％）と

20 代（39.2％）が患者全体の 80％以上

を占めていた。 

婚姻については、未婚 92件

（76.7％）、既婚 7件（5.8％）、離婚 17

件（14.2％）、死別 2件（1.7％）、その

他 1件（0.8％）、不明 1件（0.8％）で

あった。同居人の有無については、98 件

（81.7％）に同居人が認められた。就労

状況（無回答 1件）は、学生 43件

（36.1％）、フルタイム 14件

（11.8％）、パート・アルバイト 20件

（16.8％）、無職 30件（25.2％）、休

職・休学 7件（4.2％）、不明 5件

（4.2％）であった。 

救急医療施設への来院方法（無回答 1

件）は、救急車 104件（87.4％）、直接

来院 10 件（8.4％）、転院搬送 3件

（2.5％）、不明 1件（0.8％）であっ

た。身体疾患の既往歴（無回答 1件）に

ついては 18件（15.1％）、精神疾患の既

往歴は 89件（74.2％）で認められた。

急性中毒による過去の搬送歴なかったの

は 60件（51.3％）であった（無回答 3

件）。 

過量服薬により救急医療施設に搬送さ

れた初日の入院病床の種類（無回答 1

件）は、ICU（集中治療室）40件

（33.6％）、HCU（高度治療室）33件

（27.7％）、一般身体科 33件

（27.7％）、精神科 3件（2.5％）、入院

しなかった 20件（16.8％）であった。

救急医療施設での入院中、90 件

（77.6％）に同施設内の精神科による介

入が実施された（無回答 4件）。 

救急医療施設での入院日数は平均 3.7

日（中央値 2.0日）で、転帰（無回答 9

件）は、自宅退院 94件（84.7％）であ

った。救急医療施設退院後のフォローア

ップ（無回答 1件）としては、精神科で

のフォローアップが 77件（64.7％）、身

体科でのフォローアップ 6件（5.0％）、

精神科・身体科の両方 11件（9.2％）、

フォローアップなし 25件（21.0％）で

あった。 

3．服用したデキストロメトルファンお

よびジフェンヒドラミン含有薬について 

服用したデキストロメトルファンおよ

びジフェンヒドラミン含有薬の服用量

は、デキストロメトルファン（計 96

件）が平均 760.5mg（中央値 600.0mg）

で、ジフェンヒドラミン（計 65件）が

平均 993.1mg（中央値 600.0mg）であっ

た。 

デキストロメトルファンおよびジフェ

ンヒドラミン含有製品の入手方法（延べ

123 件、無回答 1件）は、実店舗での購

入が 91件（76.5％）と最も多く、次い

でインターネットでの購入 16件
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（13.4％）、知人所有の製品を使用 6件

（5.0％）、家族所有の製品を使用 5件

（4.2％）、その他 4件（3.4％）であっ

た。 

デキストロメトルファンおよびジフェ

ンヒドラミン中毒についての情報源（延

べ 135 件、無回答 4件）としては、イン

ターネット検索が 44件（37.9％）、

SNS41 件（35.3％）、店舗情報 20件

（17.2％）、知人・友人 17件

（14.7％）、その他の情報源 13件

（11.2％）であった。 

4．デキストロメトルファンおよびジフ

ェンヒドラミン含有薬の服用目的 

デキストロメトルファンおよびジフェ

ンヒドラミン含有薬の服用目的に関して

延べ 193件の回答があった。「自傷自

殺」が 77件（64.2％）と最も多く、次

いで「現実逃避」40件（33.3％）、「やめ

られない」が 13件（10.8％）、「元気を

出すため」9件（7.5％）、「娯楽・快楽」

8件（6.7％）、「リラックス」8件

（6.7％）、「特になし」5件（4.2％）、

「睡眠」4件（3.3％）、「その他の目的」

28 件（23.3％）であった。 

5．乱用・依存について 

市販薬の乱用・依存の重症度を測る

DAST-20の結果は 110例で完全な回答が

得られ、平均値 7.3（中央値 7.0）で、

軽度（1～5点）が 40件（36.4％）で、

中度（6～10点）51件（46.4％）、相当

程度(11-15点)が 18件（16.4％）、重症

（16点以上）が 1件（0.9％）に認めら

れた。 

6．デキストロメトルファンおよびジフ

ェンヒドラミンとその代謝産物などの血

中濃度 

デキストロメトルファンとその代謝産

物であるデキストロルファンの血中濃度

は 69例で解析した。デキストロメトル

ファンは平均値 0.31mg/L（中央値

0.20mg/L）、デキストロルファンは平均

値 0.10mg/L（中央値 0.08mg/L）で、デ

キストロメトルファンの血中濃度の平均

値・中央値ともに中毒域を超えていた。 

ジフェンヒドラミンとその代謝産物で

あるジメチルジフェンヒドラミンの血中

濃度は 44例で解析した。ジフェンヒド

ラミンは平均値 1.08mg/L（中央値

0.72mg/L）、ジメチルジフェンヒドラミ

ン平均値 0.37mg/L（中央値 0.35mg/L）

であり、ジフェンヒドラミンの血中濃度

の平均値は中毒域を超えていた。 

 
D. 考察 

本研究では、デキストロメトルファン

もしくはジフェンヒドラミンを含有する

製品を摂取し、急性中毒症状により救急

施設を受診した患者は若年女性が多く、

また、その多くが勉強や仕事など何らか

の社会的活動に従事しながら家族やパー

トナーと同居していたことが明らかとな

った。しかし、彼らは身近な人に相談す

ることなく、一般用医薬品を過剰摂取す

ることで苦痛を和らげ、現実から逃避し

ようとしていた。服用目的として自殺企

図は 64.2％と多い一方で、現実逃避目的

の服用も 3人に 1人の割合で認められ

た。 
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薬物や過量服用に関する情報の入手経

路はインターネットや SNSが多かった。

社会的なつながりや解決策を求めて、ソ

ーシャルメディアを通じて同じような境

遇の仲間とつながるために自らの薬物使

用行動をネット上で公開し、仲間からの

受容や承認を得るために情報を共有する

ことが、多くの青少年に OTC薬物の過剰

摂取が蔓延する一因となっている可能性

がある。 

薬物の入手経路について、ドラッグス

トア等の実店舗での購入が多かった。イ

ンターネットでの購入は支払いなどの手

続きが煩雑なため、手軽に購入できるド

ラッグストアでの購入が多いと考えられ

る。また、聞き取り調査によると家族と

同居していることが多い若者は、ネット

で購入したパッケージを家族に知られた

くないようでもある。したがって、一般

用医薬品の過量服用防止策を策定するた

めには、実店舗におけるゲートキーパー

の役割が大きな鍵となる可能性が示唆さ

れた。 

デキストロメトルファンおよびジフェ

ンヒドラミンは用量によって作用が異な

り、リラクゼーションのために使用され

ることが世界的に懸念されている。デキ

ストロメトルファン依存症の患者は特に

再発リスクが高く、1年後の再発率は

89.29％と報告されている。この割合

は、アヘンやアルコール依存の患者

（65％以上）、コカインやマリファナ依

存の患者（75％以上）よりもはるかに高

い。N-メチル-D-アスパラギン酸受容体

拮抗薬であるデキストロメトルファン

は、リゼルグ酸ジエチルアミドやケタミ

ンと同様の精神作用（解離作用）を有す

る物質群に属し、嗜癖行動の病因におい

て、GABA/抗グルタミン酸作動性の作用

機序が依存の発現に重要な役割を果たし

ている。乱用が繰り返されると、嗜癖性

物質への渇望が強迫的に反復され、制御

不能となり、自律神経症状や耐性を伴う

離脱症状を引き起こす。また、ジフェン

ヒドラミンが繰り返す乱用行動とどのよ

うに関連して作用するかはまだ不明であ

るが、情動、記憶、報酬系、注意、意欲

の制御に関与すると考えられている中辺

縁系におけるドーパミン作動性伝達の亢

進が関与している可能性が報告されてい

る。 

市販薬の乱用・依存の重症度を測る

DAST-20は 110件の完全な回答が得ら

れ、平均値 7.3（中央値 7.0）であっ

た。症例の大半は軽度から中度であった

が、相当程度、重症症例も 15％を超えて

おり、急性中毒のため救急外来で診療を

受ける患者の中にも、乱用・依存に対し

て集中的な精神科的治療が必要になる患

者群が存在することが示唆された。 

今後血中濃度と症状・徴候や DAST-20

との関連を精査していく予定である。 

 
E. 結論 

本研究は、実際に救急搬送が必要とな

ったジフェンヒドラミンおよびデキスト

ロメトルファンを含有する製品の過量摂

取による急性中毒症例に対して行われた

疫学的調査である。使用背景に自傷・自

殺以外の目的や、乱用・依存の問題があ

る可能性が示唆された。今後は、本疫学

調査の結果の発表、ないし、血中濃度と
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症状・徴候や DAST-20との関連を精査し

ていく予定である。 
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令和 7年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策研究事業）「処方薬や市販薬の乱用又は依存

症に対する新たな治療方法及び支援方法・支援体制構築のための研究」 

（研究代表者 松本俊彦） 

研究報告書 

 

「処方薬・市販薬による中毒死の実態に関する研究」 

 

研究分担者 引地 和歌子 

東京都監察医務院 部長監察医 

 

 

研究協力者 

なし 

 

 

【研究要旨】 

研究目的: 東京都 23区における処方薬・市販薬による中毒死の実態および経時的変化を、該当事例

の後ろ向き調査により明らかにする。 

研究方法: 東京都 23区におけるすべての外因死事例を網羅している東京都監察医務院において、令

和 2年（2020年）から令和 6年（2024年）にかけての原死因が医薬品中毒に該当すると診断された

事例を抽出し、そのうち医師による処方箋を必要としないで入手された薬剤（いわゆる市販薬）が死

亡に関与していると判断された事例の分析を後ろ向きに行った。 

研究結果: 医薬品中毒に該当した事例数は 5年間で合計 514例であった。そのうち市販薬が死亡に

関与していると判断された事例は合計 56例であり、全医薬品中毒事例数の 1割強を占めていた。そ

の経時的な内訳は、令和 2年（2020年）5例、令和 3年（2021年）9例、令和 4年（2022年）11例、

令和 5年（2023年）16例、令和 6年（2024年）15例であり、全体的な事例数としては多いとは言い

難いものの、微増傾向を認めていた。なお、このうち、市販薬が直接的に死に関与していると判断な

いし推定された事例は 49例であった。該当事例において使用されていた市販薬はばらつきを認めた

ものの、最頻出は 20例に上った、ジフェンヒドラミンを含有する市販薬で、全体の 4割近くを占め

ていた。 

考察と結論: 当院にて取り扱われた、東京都 23区内における医薬品中毒による死亡事例数は、全体

（年間毎 16000 例強）と比較すると極少数であり、調査対象期間 5 年間においては市販薬が死亡に

関与していると考えられた事例数は微増傾向を認めていた一方、年毎のばらつきも認められた。 

本研究のテーマは社会的な側面が大きいため、今後も引き続き継続的に注視していく必要があり、

研究期間終了後も経時的な事例数の増減傾向および事例毎の内容の検討を重ねたいと考えている。 
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A. 研究の背景と目的 

処方薬や市販薬による過量服薬が医学的・社

会的な問題と認識されて久しく、救急医学や精

神科領域を中心とした臨床の医療現場のみなら

ず、東京都等の自治体からも、時流の変化を反

映した実態報告や注意喚起が叫ばれている。し

かしながら、死亡事例に至っては届出の性質上、

事例毎の背景を含めた詳細な実態把握が困難で

あるのが実情であり、経時的な変化や直近の実

態を含めて不明な点が多い。東京都監察医務院

は、東京都 23区における、医薬品中毒と含めた

外因死事例を全数把握している唯一の機関であ

る。この特性を生かし、令和 2年（2020年）か

ら令和 6年（2024年）にかけてのいわゆる市販

薬が死亡に関与していると判断された事例につ

いて、事例毎に後ろ向きに分析を行うこととし

た。 

 

B. 研究方法 

令和 2年（2020年）から令和 6年（2024年）

の 5年間における、原死因が医薬品中毒に該当

すると診断された事例（ICD-10 コード上、

T36.0-T50.9）のうち、令和 2年（2020年）から

令和 6年（2024年）にかけての原死因が医薬品

中毒に該当すると診断された事例（ICD-10コー

ド上、T36.0-T50.9）を抽出し、そのうち医師に

よる処方箋を必要としないで入手された薬剤

（いわゆる市販薬）が死亡に関与していると判

断された事例に関し、当院にて保管されている

関連書類を事例毎に確認し、分析・考察を行っ

た。 
 

 

C. 研究結果 

医薬品中毒の該当事例数は令和2年（2020年）

から令和 6年（2024年）の 5年間において合計

514例（男女比 224：290例）であり、そのうち

市販薬が死亡に関与していると判断された事例

は合計 56例であった。経時的な内訳としては、

令和 2年（2020年）5例、令和 3年（2021年）

9例、令和 4年（2022年）11例、令和 5年（2023

年）16例、令和 6年（2024年）15例であり、

全体的な事例数としては多いとは言い難いもの

の、微増傾向を認めていた。このうち、市販薬

が直接的に死に関与していると判断ないし推定

された事例は 49例であった。なお、該当期間中、

東京都監察医務院における全取扱事例数は

77614例であった。 

いわゆる市販薬が死亡に関与していると判断

された事例は、自殺既遂目的による自主的な購

入が示唆された事例も多い中、認知症患者によ

る外用薬の誤飲の事例も含まれていた。本来日

本国内で入手するには医師による処方箋を必要

とするものの、インターネットを通じて購入し、

海外から個人輸入された薬剤や、非医療従事者

が吸入麻酔薬であるセボフルレンを所持・使用

して死亡に至っていた事例、医療関係者が劇薬

であるプロポフォールを悪用していた事例も認

められた。一方で、警察による環境捜査を経て

も、入手経路および時期が不明な事例も散見さ

れた。最頻出は 20例に上った、ジフェンヒドラ

ミンを含有する市販薬であった。 

 

D. 考察 

ジフェンヒドラミンを含有する薬剤は第二種

医薬品に分類されており、対面での服薬指導等

は義務化されておらず、インターネット上の購

入にも制限は設けられていないのが現状である。

医薬品中毒死亡事例の大半は処方薬が原因であ

り、全体に占める割合として、市販薬が関与し

ている事例の割合は大きいとは言い難い。しか

しながら、社会全体におけるインターネットの

普及に伴い、死亡という転帰につながりうる物

品の調達が、市販薬を含め、以前と比較して容

易になっている点は否めない。令和8年（2026
年）5 月に施行予定の、改正医薬品医療機器法

で販売規制の対象となる「指定乱用防止医薬品」

に、本研究結果で最頻出であったジフェンヒド

ラミンを含む 8 成分が指定されることとなり、

その影響に関しては今後注視していく必要があ

るが、いずれにしても入手経路を完全に規制す

ることは非現実的であるとも言える。我々医療

関係者の立場としては、犯罪行為や乱用防止の
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観点から、実態把握に基づいた、関係各所への

注意喚起は継続的に必須であると考える。 

 
E. 結論 

本研究分担班では、令和 2年（2020年）から

令和 6年（2024年）にかけての、原死因が医薬

品中毒に該当すると診断された事例（ICD-10コ

ード上、T36.0-T50.9）のうち、いわゆる市販薬

が死亡に関与していると判断された事例につい

て、事例毎に後ろ向きに分析を行い、個々の事

例についての内容の後ろ向き調査を行った。当

院にて取り扱われた、東京都 23区内における医

薬品中毒による死亡事例数は、全体（年間毎

16000 例強）と比較すると極少数であり、調査

対象期間 5年間においては市販薬が死亡に関与

していると考えられた事例数は微増傾向を認め

ていた一方、年毎のばらつきも認められた。 

本研究のテーマは社会的な側面が大きいため、

今後も引き続き継続的に注視していく必要があ

り、研究期間終了後も経時的な事例数の増減傾

向および事例毎の内容の検討を重ねたいと考え

ている。 

 

F. 健康危険情報 

なし 

 

G. 研究発表 

1 論文発表 

なし 

2 学会発表 

・監察医務院から見た市販薬関連死の実態．多

業種のための社会精神医学セミナー．日本社会

精神医学会.2024年 4月.東京. 

 

H. 知的財産権の出願・登録状況 

なし 

 

I. 引用・参考文献 

なし
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令和 7年度厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業）「処方薬や市販薬の乱用又は

依存症に対する新たな治療方法及び支援方法・支援体制構築のための研究」 

（研究代表者 松本俊彦） 

研究報告書 

 
大手チェーンドラッグストアにおける市販薬販売の実態に関する研究 

 
研究分担者 嶋根 卓也 

国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 室長 

 
【研究要旨】 

研究目的: 日本を含む複数の国において、咳止めや総合感冒薬などの市販薬の乱用は、特に思春期・

若年成人を中心に、公衆衛生上の大きな課題となっている。このような状況の中で、市販薬の販売

に直接関与する薬局薬剤師には、乱用やオーバードーズのリスクを抱える人々を早期に発見し、適

切に対応する「ゲートキーパー」としての役割が期待されている。しかし、薬剤師を対象としたゲ

ートキーパートレーニングの有効性に関する実証的エビデンスは依然として限られている。そこで、

本研究では、薬局薬剤師を対象としたオンライン型ゲートキーパートレーニングプログラムの効果

を、並行群間比較によるランダム化比較試験（RCT）デザインを用いて検証することを目的とした。

今年度はベースラインからフォローアップまでの全体の結果を提示する。 

研究方法: 薬局薬剤師を、プログラムのすべてのモジュールを受講する A 群（介入群）と、一部の

モジュールのみを受講する B 群（対照群）に無作為に割り付けた。アウトカム指標は、ゲートキー

パーに関する知識、自己効力感、および薬物使用に対するスティグマとした。アウトカムは、オン

ラインによる自記式質問票を用いて、ベースライン（T1）、介入直後（T2）、および 6 か月後のフォ

ローアップ時点（T3）で評価した。すべての評価時点を完遂した参加者（A 群 143 名、B 群 120 

名）を対象として、反復測定分散分析を行った。 

研究結果: ベースラインから介入直後にかけて、A 群は B 群と比較して、ゲートキーパーに関する

知識（d＝1.27）および自己効力感（d＝0.83）が有意に大きく向上し、薬物使用に対するスティグ

マは有意に低下した（d＝0.40）。これらの介入効果は、6 か月後のフォローアップ時点まで維持さ

れていた。A 群と比べて効果量は小さいものの、プログラムの一部のみを受講した B 群において

も、すべてのアウトカム指標で改善が認められた。 
考察と結論: 本研究の結果から、約 90 分間のオンラインによるゲートキーパートレーニングプロ

グラムは、薬局薬剤師のゲートキーパーに関する知識や自己効力感を向上させるとともに、市販薬

のオーバードーズや依存に対するスティグマを軽減する可能性が示唆された。オンデマンド型のオ

ンライン形式による提供は、標準化された介入を低コストで実施でき、多様な医療環境において薬

局薬剤師をオーバードーズの予防に参画させるための、拡張性と実行可能性の高いアプローチであ

ると考えられた。 

 

研究協力者 
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神保健研究所 薬物依存研究部、北里大学医学

部精神科学 
榊原幹夫 公益財団法人杉浦記念財団 

松本俊彦 国立精神・神経医療研究センター精
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A. 研究の背景と目的 

 

処方箋なしで購入できる一般用医薬品（以下、

市販薬と表記）は、入手しやすく、一般市民に

広く使用されている身近な医薬品である。一方

で、鎮咳薬、総合感冒薬、鎮痛薬など一部の市

販薬は、若年層を中心に乱用されやすく、過量

服薬（オーバードーズ）の対象となっている。

市販薬のオーバードーズは、急性中毒や物質使

用障害の発症につながることが報告されている
1-3。思春期における自傷目的でのオーバードー

ズは、その後の自殺企図や自殺死亡のリスクを

有意に高めることが報告されている 4-8。 

日本国内では、COVID-19のパンデミック以降、

デキストロメトルファンやジヒドロコデインを

含有する鎮咳薬のオーバードーズが、とくに都

市部の繁華街に集まる若者の間で増加している。

青少年における衝動的なオーバードーズは、性

被害や高所からの転落といった事件・事故に発

展する可能性があり、我が国の若者における深

刻な社会的問題として注目されている。また、

市販薬のオーバードーズは、「トー横」など特定

の集団にとどまらず、一般住民や、青少年の間

にも広がりを見せている 9,10。全国の高校生を対

象とした疫学調査によれば、過去1年以内にOTC

医薬品を乱用した経験があると回答した生徒は、

約 60人に 1人と推計されている 9。一方、精神

科医療施設を受診した患者を対象とした全国調

査では、10代の患者における OTC医薬品使用障

害の割合が、2016年から 2024年にかけて 10倍

以上に増加したことが報告されている 11。 

市販薬のオーバードーズが社会問題となって

いる国や地域では、購入可能年齢の制限、販売

時における公的な身分証明書による本人確認の

義務化、特定の有効成分を OTC医薬品から処方

箋医薬品へ再分類するなど、さまざまな販売規

制が導入されている 12-14。しかし、OTC医薬品の

乱用や依存のリスクを早期に把握し対応するた

めには、販売数量の制限といった規制措置だけ

では不十分である。市販薬の販売に直接関与す

る薬剤師や登録販売者がゲートキーパーとして

関与することが重要である 15。ゲートキーパー

としての役割は、単に医薬品を販売するか否か

を判断することにとどまらず、患者の行動や発

言に注意を払い、自殺リスクの兆候を察知し、

悩みや困りごとに耳を傾け、メンタルヘルスの

状態を評価した上で、地域の適切な支援機関に

つなぐことを含んでいる。特に薬剤師は市販薬

の販売に関与する唯一の医療従事者であること

から、ゲートキーパーとして果たすべき役割は

大きい。 

薬剤師を対象とする先行研究によれば、多く

の薬剤師が自殺リスクのある患者に遭遇した経

験があると報告している一方で、患者に対して

自殺念慮について直接問いかけたことがあると

回答した薬剤師は1％未満にとどまっている 16。

このギャップは、薬剤師が自殺予防に関するゲ

ートキーパートレーニングを受ける機会が限ら

れていること、また薬剤師を対象としたゲート

キーパートレーニングに関する研究そのものが

極めて少ないことを反映している可能性が高い。 

米国では、質的研究に基づき、リスクのある

患者の識別、患者との効果的なコミュニケーシ

ョン、専門機関への適切な紹介といったスキル

に重点を置いた薬剤師向けゲートキーパートレ

ーニングプログラムが開発されてきた 17。しか

し、これらのプログラムについては介入効果の

実証的な評価が行われておらず、その有効性や

影響については明らかになっていない。一方、

タスマニアで実施された研究では、トレーニン

グ後に薬剤師の自殺予防に対する態度が改善し、

自己効力感が有意に向上したことが報告されて

いる 18。ただし、この研究は対照群を設けない

単群の前後比較デザインであり、観察された変

化をトレーニング介入の効果として一義的に解

釈することはできない。さらに、選択バイアス

やその他の交絡因子の影響も否定できない。ゲ

ートキーパートレーニングの有効性を正確に評

価するためには、無作為化比較試験（randomized 

controlled trial: RCT）による検証が不可欠で

ある。 

そこで本研究の目的は、市販薬（OTC医薬品）

の乱用および依存に焦点を当てたオンライン型

ゲートキーパートレーニングプログラムの有効
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性を、無作為化比較試験 （ randomized 

controlled trial：RCT）デザインを用いて、地

域薬局に勤務する薬剤師を対象に検証すること

である。今年度は、ベースラインからフォロー

アップまでの結果を踏まえた全体を報告する。 

 

 

B. 研究方法 

 
1. 研究デザイン 

本研究は、CONSORT 2010 19に準拠して実施さ

れた並行群間無作為化比較試験（randomized 

controlled trial：RCT）である。試験は、日本

臨床試験登録（Japan Registry of Clinical 

Trials：jRCT、登録番号：jRCTs 1032240060）

に登録された。 

 

2. 研究対象者 

研究参加者の募集は、2023 年 9 月から 2024

年 6月にかけて、日本国内の薬剤師向けインタ

ーネット研修プラットフォームを通じて行われ

た。対象は、市販薬（OTC医薬品）の調剤および

販売を行う地域薬局に勤務する有資格の薬剤師

とした。病院、診療所、卸売業者、製薬企業な

ど、薬局以外の施設に勤務する薬剤師、ならび

に同意取得時点で休職中であった者は除外した。 

 

3. 研究の流れおよび無作為割付 

研究の概要は、日本国内の薬剤師向けインタ

ーネット研修プラットフォームのウェブサイト

上で告知され、サイト管理者を通じて全会員に

招待メールが配信された。参加を希望する薬剤

師は研究説明を確認した上で、電子メールによ

り参加意思を表明した。インフォームド・コン

セントはオンライン上で取得し、参加者の氏名

およびメールアドレスを収集した。 

登録された参加者は、コンピュータ生成の乱

数表を用いて、すべてのプログラムを視聴する

介入群（A 群）または一部のプログラムのみを

視聴する対照群（B群）に 1：1の割合で無作為

に割り付けられた。介入の性質上、参加者の盲

検化は不可能であった。割付の隠蔽は実施して

いないが、ベースライン特性は両群間で良好に

均衡しており、選択バイアスのリスクは最小限

であると考えられた。各参加者には、割り付け

結果および割り当てられたオンラインプログラ

ムにアクセスするための URLが電子メールで通

知された。 

導入動画の視聴後、参加者はベースライン調

査（T1）に回答し、その後、割り当てられた介

入プログラムを受講した。プログラム終了後に

は、介入後調査（T2）への回答を求めた。ベー

スライン調査から介入後調査までの期間は 30

日間と設定した。介入後調査を完了していない

参加者に対しては、期限の 7日前にリマインド

メールを送付し、プログラムの受講および調査

回答を促した。介入後調査の完了から 180日後

には、フォローアップ調査（T3）への参加を電

子メールで依頼した。参加に対する金銭的報酬

やギフトカード等の提供は行わなかった。 

参加者のリクルート、評価、および脱落状況

は図 1に示した。研究参加への意思を示し、オ

ンライン登録を完了した薬剤師 975 名を、A 群

498名、B群 477名に無作為割付した。アウトカ

ム評価は、ベースライン（A群 280名、B群 252

名）、介入後（A群 255名、B群 230名）、フォロ

ーアップ（A群 143名、B群 120名）の 3時点で

実施した。 

 

4. オンラインプログラム 

本研究で用いたオンラインプログラムの全体

的な目的は、地域薬局に勤務する薬剤師を、市

販薬のオーバードーズや依存のリスクを早期に

発見し、適切に介入できるゲートキーパーとし

て養成することであった。具体的には、薬剤師

が市販薬の乱用・依存に関する理解を深めるこ

と、乱用リスクのある患者とのコミュニケーシ

ョン能力を高めること、さらに地域におけるメ

ンタルヘルス支援サービスとの連携を促進する

ことを目的として設計された。プログラムの開

発にあたっては、これまでに報告されているゲ

ートキーパートレーニングに関する先行研究、

特に QPR（Question, Persuade, Refer）アプロ

ーチに基づく研究を参考にした 20-21。本プログ
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ラムは、以下の 3つのモジュールで構成された。 

モジュール 1：市販薬オーバードーズおよび

依存の現状と課題 

モジュール 2：市販薬乱用リスクのある患者

とのコミュニケーション 

モジュール 3：地域における専門的支援機関

との連携 

各モジュールは 25～40 分程度のビデオで構

成され、モジュール 1からモジュール 3の順に

視聴する形式とした。全体の視聴時間は約 90分

であるが、プログラムはオンデマンド形式で提

供されており、参加者は自身のスケジュールに

応じて、動画の再生・一時停止・再開を自由に

行うことができた。ビデオ内容は、PowerPoint

を用いた講義に加え、市販薬販売に携わる薬剤

師、市販薬依存から回復した当事者、オーバー

ドーズ患者を診療する精神科医、地域の精神保

健福祉センター職員へのインタビューなど、多

様な立場の関係者による発言を含んでいた。介

入群である A 群はモジュール 1～3 のすべてを

視聴し、対照群である B群はモジュール 1のみ

を視聴した。本研究は eラーニングシステムを

用いて実施したため、介入を行わない対照群や

ウェイトリスト対照群を設定することはできな

かった。そのため、本研究では、対照群（B群）

にはプログラムの一部のみを提供する並行群間

比較のランダム化比較試験（RCT）デザインを採

用した。 

 

5. 調査項目 

基本属性：ベースライン調査では、以下の基本

属性を収集した。年齢、性別、最終学歴、薬局

での勤務年数、雇用形態（常勤または非常勤）、

管理薬剤師の職位、および過去のゲートキーパ

ートレーニング受講経験である。 

アウトカム 

本研究のアウトカムは、以下の尺度を用いて評

価した。すべての指標は、ベースライン（T1）、

介入後（T2）、およびフォローアップ（T3）の 3

時点で同一の方法により測定した。 

ゲートキーパー自己効力感尺度（Gatekeeper 

Self-Efficacy Scale）：ゲートキーパーとして

の自己効力感は、ゲートキーパートレーニング

の効果評価を目的として開発された

Gatekeeper Self-Efficacy Scale（GKSES）22を

用いて測定した。本尺度は 9項目からなり、7件

法リッカート尺度で回答し、合計得点は 9点か

ら 56点の範囲をとる。本研究では、プログラム

内容に合わせるため、原典中の「自殺」という

語を「市販薬の乱用」または「市販薬のオーバ

ードーズ」に置き換えて使用した。Cronbachの

α係数は、T1で 0.931、T2で 0.941、T3で 0.947

であった。 

薬物スティグマ尺度（Drug Stigma Scale）：薬

物使用者に対するスティグマは、Linkらのステ

ィグマ尺度を基に開発された Drug Stigma 

Scale（DSS）²³を用いて評価した。本尺度は、

日本の公的医療分野で働く医療従事者を対象と

した研究において信頼性および妥当性が検証さ

れている²⁴。本研究では、先行研究において比

較的大きな効果量が示された「差 別

（Discrimination）」および「軽視（Disregard）」

の 2下位尺度に該当する 8項目を抽出して使用

した。Cronbachのα係数は、T1で 0.737、T2

で 0.808、T3で 0.807であった。 

ゲートキーパーに関する知識（Knowledge 

related to the gatekeeper）：ゲートキーパー

に関連する知識は、研究チームが独自に作成し

た 11 項目を用いて評価した。各項目は 5 件法

リッカート尺度で回答し、合計得点は 11点から

55点の範囲をとった。 

 

6. 統計解析 

参加者の社会人口学的特性、薬局関連変数、

およびベースライン時点のアウトカム指標につ

いて、記述統計を算出した。カテゴリ変数につ

いては度数および割合を、連続変数については

平均値および標準偏差を算出した。ベースライ

ンにおける A群と B群の群間差は、変数の性質

に応じて独立 t検定またはカイ二乗検定を用い

て検討した。 

サンプルサイズの算出には G*Power（version 

3.1.9.7）を用い、効果量を Cohen’s d = 0.7、

有意水準（α誤差）を 0.05、検出力を 0.95、



 

5 

 

群数を 2 と設定した。その結果、必要なサンプ

ルサイズは両群合計で 110名と算出された。 

T2から T3にかけての脱落率が 44～48％と高

かったため、本研究では intention-to-treat

（ITT）解析は実施しなかった。脱落の主な要因

としては、フォローアップ評価までに一定の期

間が経過したことにより、参加者が回答を失念

した、あるいは調査への参加意欲が低下した可

能性が考えられる。 

ITT 解析を実施しない明確な基準が存在する

わけではないが、本研究では欠測データが多量

に存在する状況下で ITT解析を行うことにより、

結果が歪められる可能性があると判断した。加

えて、研究計画段階で設定した必要サンプルサ

イズは、T3まで完遂した参加者のみを対象とし

た場合でも満たされていた。 

以上の理由から、本研究では T3までのすべて

の評価を完了した参加者のみを対象とする完遂

例解析（completer analysis）を採用した。な

お、同様の理由により、先行するゲートキーパ

ー関連のランダム化比較試験においても ITT解

析が実施されていない例が報告されている 25。 

最終的な解析対象は、A群（介入群）143名、

B群（対照群）120名となった。 

ゲートキーパートレーニングの効果は反復測

定分散分析（repeated-measures ANOVA）を用い

て検討した。各群（A群、B群）において、T1か

ら T2、および T1から T3にかけてのアウトカム

スコアの変化を評価し、群内効果量（Cohen’s 

d）を算出した。さらに、T2および T3における

群間差について、群間効果量（Cohen’s d）を

算出した。統計解析は IBM SPSS version 30 を

用いて実施した。 

 

7. 倫理的配慮 

本研究の研究計画は、国立精神・神経医療研

究センター倫理審査委員会の承認を受けて実施

された（承認日：2023年 7月 7日、承認番号：

A2023-041）。 

 
 
C. 研究結果 

 
1. 割付の状況 

表 1 に参加者のベースライン特性を示した。

分析対象となった 263名のうち、71.5％が女性

であり、平均年齢は 38.6歳（SD＝11.6）であっ

た。全体の 54.1％が 6年制薬学教育課程の修了

者であった。現在の薬局における平均勤務年数

は 5.9年（SD＝5.8）であり、84.3％が常勤薬剤

師であった。また、38.7％が管理薬剤師にあっ

た。研修経験については、46.8％が市販薬の乱

用に関する研修を受講した経験があり、自殺予

防に関する研修経験を有する者は 2.3％にとど

まっていた。社会人口学的特性、薬局関連特性、

およびベースライン時点のアウトカム指標のい

ずれにおいても、A 群と B 群の間に有意差は認

められなかった。 

 

2. アウトカムの変化 

表 2 に、ベースライン（T1）、介入後（T2）、

およびフォローアップ（T3）における A群およ

び B群の各アウトカム指標の平均値、標準偏差、

および効果量の絶対値を示した。 

知識スコアについては、A群・B群のいずれに

おいても、T1 から T2 にかけて有意な上昇が認

められ、両群ともに大きな効果量（within-d＞

0.8）を示した。この改善は T3まで維持され、

T1 から T3 にかけても両群で大きな効果量が確

認された。一方、群間効果量は T2時点では大き

かった（between-d＝1.27）が、T3では中程度に

低下した（between-d＝0.59）。 

ゲートキーパー自己効力感尺度（GKSES）につ

いても、A群・B群ともに T1から T2にかけて有

意な上昇が認められ、その改善は T3 まで維持

された。T1から T2、および T1から T3にかけた

効果量はいずれも両群で大きかった（within-d

＞0.8）。群間差に関しては、T2では大きな効果

量（between-d＝0.83）が認められたが、T3では

中程度の効果量（between-d＝0.38）に低下した。 

薬物スティグマ尺度（DSS）については、A群・

B群ともに T1から T2 にかけてスコアの有意な

低下が認められた。A 群では大きな効果量

（within-d＝0.92）が示されたのに対し、B 群
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では中程度の効果量（within-d＝0.52）であっ

た。このスコア低下は T3まで維持され、A群で

は B群よりも大きな効果量が認められた（A群：

within-d＝0.59、B群：within-d＝0.31）。群間

差については、T2 および T3 のいずれの時点に

おいても中程度の効果量が確認された（T2：

between-d＝0.40、T3：between-d＝0.27）。 

 

 

D. 考察 

 
1. 研究の概要と無作為割付について 

本研究の目的は、市販薬の販売に関わる薬局

薬剤師を対象に、オンラインによるゲートキー

パートレーニングの有効性を、ランダム化比較

試験（RCT）デザインを用いて検証することであ

った。本研究では、すべてのプログラムを受講

した A群の参加者は、一部のプログラムのみを

受講した B群と比較して、ゲートキーパーに関

連する知識および自己効力感がより大きく向上

し、オーバードーズに対するスティグマがより

大きく低下し、これらの効果が 6か月後まで維

持されるという仮説を立てた。 

参加者の社会人口学的特性、これまでの研修

受講経験、ならびに各アウトカムのベースライ

ンスコアについては、群間に有意差は認められ

ず、ランダム化は適切に行われたと考えられる。

参加者の属性は、我が国の薬剤師に関する全国

統計 26とも概ね一致しており、対象者選択によ

る大きな偏りは少ないと考えられる。さらに、

多くの参加者がこれまでにゲートキーパートレ

ーニングを受講した経験を有していなかったこ

とから、過去の介入によるキャリーオーバー効

果の影響は限定的であったと推察される。 

 

2. プログラムの効果について 

介入直後（T2）において、A 群は B 群と比較

して、知識および自己効力感の有意な向上を示

し、群間で大きな効果量が認められた。これら

の効果は、6か月後のフォローアップ時点（T3）

においても中程度の効果量として維持されてお

り、介入効果の持続性が示唆された。これらの

結果は、動機づけ面接法に基づくコミュニケー

ションスキルや、地域のメンタルヘルス・依存

症支援資源へのつなぎ方を扱った第 2章および

第 3章の内容が、ゲートキーパーとしての準備

性を高めたことと関連している可能性がある。 

知識や自己効力感は、ゲートキーパートレー

ニングの効果を評価する研究において広く用い

られているアウトカムであり、介入行動の媒介

因子として位置づけられることが多い 27-31。し

かしながら、これらの指標の改善が、実際のゲ

ートキーパー行動の変化や自殺企図の減少につ

ながるかどうかについては、依然として十分な

エビデンスがなく、今後の検討が必要である 27。 

一方、薬物スティグマについては、T2および

T3のいずれにおいても、A群で B群より大きな

低下が認められ、中程度の効果量が示された。

これらの変化は、市販薬使用障害から回復した

当事者の体験談をプログラム内に取り入れたこ

とと関連している可能性がある。ただし、ステ

ィグマ低減の効果量は、知識や自己効力感と比

較すると小さく、日本において物質使用に対す

るスティグマが根強く存在していることを反映

している可能性も考えられる 32,33。先行研究で

は、当事者との直接的な接触の方が、動画など

を介した間接的な接触よりもスティグマ低減に

有効であることが示されており 34、今後はこう

した点を踏まえた検討が求められる。 

さらに注目すべき点として、第 1章のみを視

聴した B群においても、すべてのアウトカムで

改善が認められ、その効果が 6か月後まで維持

されていた。これは、約 30分間の短時間のオン

ラインプログラムであっても、ゲートキーパー

に関連する前向きな変化を引き起こす可能性を

示している。本研究の結果は、日常業務で多忙

な薬局薬剤師にとって実施可能性の高いトレー

ニングのあり方を検討する上で、有用な示唆を

与えるものと考えられる。 

 
3. 研究の強みと限界 

本研究は、薬局薬剤師を対象としたゲートキ

ーパートレーニングについて、ランダム化比較

試験（RCT）デザインを用いて効果を検証した初



 

7 

 

めての研究である点が大きな強みである。これ

までに報告されてきた薬剤師向けゲートキーパ

ートレーニングの研究では、介入効果の定量的

評価が行われていないものや、対照群を設けな

い単群デザインにとどまるものが多かった。そ

の点、本研究では厳密な RCTデザインを採用す

ることで、介入効果をより因果的に評価できた

ことは、本研究の重要な特徴である。 

また、オンラインの動画プログラムとして介

入を提供した点も強みとして挙げられる。この

形式により、ファシリテーターの経験や個人差

に左右されることなく、標準化された内容を一

貫して提供することが可能となった。さらに、

薬剤師はゲートキーパートレーニング以外にも

多様な研修を受講する必要があり、日常業務に

おいて時間的制約も大きい職種である。その点、

本研究で採用したオンデマンド型のプログラム

は、各参加者が自身の都合に合わせて受講でき

るため、実施可能性およびアクセスのしやすさ

を高める形式であったと考えられる。 

一方で、いくつかの方法論上の限界も指摘さ

れる。第一に、本研究では、研修を受講した薬

剤師が実際にどのようなゲートキーパー行動を

とったのか、たとえば患者に精神科受診を勧め

たかどうかといった具体的行動については直接

評価していない。知識や自己効力感の向上が、

実際の介入行動や OTC薬乱用リスクの低減につ

ながるかどうかを明らかにするためには、今後

さらなる検討が必要である。 

また、アウトカム指標に関する限界も考慮す

る必要がある。本研究では、自己効力感尺度お

よび薬物スティグマ尺度について、原尺度を修

正したものを使用した 22,24。薬物スティグマ尺

度については、高い因子負荷量を示した項目の

みを抽出して用いており、本研究サンプルにお

ける完全な妥当性の検証は行われていない。さ

らに、自己効力感尺度は自殺予防を想定して開

発された尺度を基にしており、OTC 薬乱用を対

象とした場合の妥当性については不確実性が残

る。ただし、いずれの尺度においても、OTC薬乱

用を反映するよう文言を修正したうえで使用し

ており、すべての測定時点において高い内的一

貫性が確認されている点は補足しておきたい。 

日本では、OTC 医薬品は薬剤師だけでなく、

登録販売者によっても販売されている。そのた

め、今後は本研究で開発されたゲートキーパー

トレーニングプログラムについて、登録販売者

を対象とした有効性の検証も必要である。 
また、地域薬局薬剤師向けにはすでに多様な

研修プログラムが存在していることを踏まえる

と、本プログラムをどのように位置づけるべき

かについて、さらなる検討が求められる。日本

には「かかりつけ薬剤師」制度があり、その一

つの方策として、本プログラムの修了をかかり

つけ薬剤師の認定要件の一部として組み込むこ

とも考えられる。 
 
 
E. 結論 

 

本研究の結果から、約 90 分間のビデオプロ

グラムを受講することで、地域薬局薬剤師のゲ

ートキーパーに関連する知識や自己効力感が向

上し、OTC医薬品のオーバードーズや依存に対

するスティグマが軽減される可能性が示唆され

た。さらに、プログラムの一部のみを受講した

参加者においてもアウトカムの改善が認められ

たことから、比較的最小限の介入であっても、

薬剤師の知識や態度に影響を与え得ることが示

された。 
オンデマンド型のビデオ形式によるゲートキ

ーパートレーニングは、比較的低コストで標準

化された介入を提供できる点に加え、多忙な地

域薬局薬剤師にとって大きな利点を有する。い

くつかの限界はあるものの、RCT研究デザイン

を採用し、かつ対象者が全国の薬局薬剤師の属

性と概ね一致していることから、本研究の結果

は日本の地域薬局薬剤師に対して一定の一般化

可能性を有すると考えられる。なお、本プログ

ラムは研究終了後、インターネット上で無料公

開されている。 
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表1. A群 (介入群; n = 143), B群 (対照群; n = 120)および対象者全体 (N = 263)における基本属性およびベースライ

ンにおけるアウトカム 

  Group A  Group B Total   
   (n=143) (n=120) (n=263)   

  N(%)/M(SD) N(%)/M(SD) N(%)/M(SD) 
p-
value1 

Sociodemographic characteristics of participants         
  Sex (female) 102 (71.3%) 89 (71.7%) 188 (71.5%) 0.952  
  Age in years 38.2 (11.8) 39.1(11.4) 38.6 (11.6) 0.556  
  Education Level       0.080  
    BPharm (4-year program) 90 (35.4%) 99 (43.4%) 189 (39.2%)   
    BPharm (6-year program)2 151 (59.4%) 110 (48.2%) 261 (54.1%)   
    MSc (Graduate School) 11 (4.3%) 17 (7.5%) 28 (5.8%)   
Sociodemographic characteristics of pharmacists         
  Years of employment at current pharmacy 5.7 (5.8) 6.1 (5.8) 5.9 (5.8) 0.510  
  Employment status       0.714  
    Full-time 214 (84.9%) 190 (83.7%) 404 (84.3%)   
    Part-time 38 (15.1%) 37 (16.3%) 75 (15.7%)   
  Managing pharmacist3 96 (37.8%) 91 (39.7%) 187 (38.7%) 0.662  
  Training history on OTC drugs with potential for abuse 70 (49.0%) 53 (44.2%) 123 (46.8%) 0.439  
  Training history on suicide prevention (gatekeeper training) 3 (1.2%) 8 (3.5%) 11 (2.3%) 0.089  
Outcome characteristics of participants         
  Gatekeeper Self-Efficacy Scale 23.10 (9.30) 24.50 (10.12) 23.73 (9.68) 0.250  
  Drug Stigma Scale 21.56 (3.56) 21.33 (3.29) 21.46 (3.44) 0.585  
  Gatekeeper knowledge 27.93 (7.54) 28.19 (7.31) 28.05 (7.42) 0.781  

1: p-values were calculated using the chi-square test 

2: Pharmacy education in Japan was traditionally based on a 4-year undergraduate program; however, a 6-year program was introduced in 2006 

3: In Japan, each pharmacy is legally required under the Pharmaceuticals and Medical Devices Act to appoint a managing pharmacist, who is 

responsible for medication management, staff supervision, and providing information to ensure appropriate use 
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表 2.  A 群（介入群；n＝143）および B 群（対照群；n＝120）におけるアウトカムの平均値、標準偏差、効果量、および反復測定分散分析の結果 

（ベースライン、介入後、フォローアップ） 

Outcomes Group A (n=143)   Group B (n=120)     

        Within         Within Between 

  T11 T22 T33 
T1-
T2 

T1-
T3 

  T11 T22 T33 
T1-
T2 

T1-
T3 

T2 T3 

  M (SD) M (SD) M (SD) d4 d4   M (SD) M (SD) M (SD) d4 d4 d4 d4 

Gatekeeper knowledge 
28.30 
(7.54) 

43.68 
(5.68) 

41.46 
(5.48) 

1.90 1.72    28.21 (7.27) 
35.68 
(6.93) 

37.95 
(6.82) 

1.17 1.31  1.27  0.59 

Gatekeeper Self-Efficacy Scale 
23.01 
(9.33) 

41.33 
(7.60) 

38.87 
(8.47) 

2.05 1.70    24.63 (10.06) 
34.48 
(9.45) 

35.55 
(9.55) 

1.33 1.19 0.83 0.38 

Drug Stigma Scale 
21.61 
(3.56) 

18.23 
(3.93) 

19.21 
(3.87) 

0.92 0.59    21.35 (3.30) 
19.69 
(3.30) 

20.13 
(3.30) 

0.52 0.31  0.40 0.27 

1. Baseline; 2. Post-intervention; 3. Follow-up. 

4. Cohen’s d; Effect sizes are presented as absolute values, with statistically significant effects shown in bold. 
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                              氏 名 中込 和幸           
 

   次の職員の令和 7 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  処方薬や市販薬の乱用又は依存症に対する新たな治療方法及び支援方法・支援体制構築

のための研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 国立精神・神経医療研究センター病院 精神診療部 医長     

    （氏名・フリガナ）  沖田恭治・オキタ キョウジ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 

国立研究開発法人 国立精

神・神経医療研究センター 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和8年 3  月 31  日 
厚生労働大臣 殿 

                                                                                             
                  
                              機関名 埼玉医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 竹内 勤            
 

   次の職員の令和 7 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  処方薬や市販薬の乱用又は依存症に対する新たな治療方法及び支援方法・支援体制構築

のための研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 臨床中毒科／臨床中毒センター・特任教授／センター長                                 

    （氏名・フリガナ） 上條 吉人・カミジョウ ヨシト                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 

埼玉医科大学病院   

病 2025－090 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和8年  4月  2日 
厚生労働大臣 殿 

                                                                                             
                  
                              機関名 東京都監察医務院 

 
                      所属研究機関長 職 名 院長 
                                                                                      
                              氏 名 林 紀乃   
 

   次の職員の令和 7 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  処方薬や市販薬の乱用又は依存症に対する新たな治療方法及び支援方法・支援体制構築

のための研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名）  東京都監察医務院 部長監察医                                

    （氏名・フリガナ）  引地 和歌子 （ヒキジ ワカコ）                        

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和8年4月9日 
厚生労働大臣 殿 

                                                                                             
                  
                                  機関名 国立研究開発法人 

国立精神・神経医療研究センター 
 
                      所属研究機関長 職 名 理事長 
                                                                                          
                              氏 名  中込 和幸     

   次の職員の令和 7 年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  処方薬や市販薬の乱用又は依存症に対する新たな治療方法及び支援方法・支援体制構築

のための研究                                         

３．研究者名  （所属部署・職名） 薬物依存研究部 心理社会研究室長                 

    （氏名・フリガナ） 嶋根 卓也 シマネ タクヤ                    

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
■   □ ■ 

国立精神・神経医療研究セン

ター 
□ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有  無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 


